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１．計画の位置づけ 

（１）計画の目的 

本計画は、令和４年度策定の「南部病院跡地等造成事業基本計画」で示された開発コンセプトや土

地利用計画等をもとに、同地区に整備される施設の機能や配置等の基本事項の整理・検討を行い、か

つ老朽化が進む社会福祉センターの施設機能の再編を図るため、施設の機能や構成、概算事業費な

どの今後の整備に資する検討を行うことを目的とする。 
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（３）上位計画等の整理 

計画名称 計画の内容 

新・沖縄 21世紀ビジョン基

本計画 

（R4.4） 

計画期間（R4～13年度） 

第４章 基本施策 

２ 心豊かで、安全・安心に暮らせる島を目指して 

（２）誰もが安心して子育てができる環境づくり 

ア．子ども・子育て支援の充実 

③乳幼児期の子育て環境の充実 

多様な保育ニーズに対応するため、市町村と連携の下、育児相談等

の地域子ども・子育て支援や延長保育、病児・病後児保育、預かり保

育、医療的ケア児の受入れ等のきめ細かな子育てサービスの提供体

制・環境整備に取り組みます。 

イ．子ども・若者の育成支援 

①子どもの多様な居場所づくり 

地域、学校、市町村、各種団体等と連携し、多様な居場所の形成など

子どもを地域全体で見守り支援する拠点の形成と拡充に努め、社会福

祉協議会との連携促進やボランティア活動の活性化など、効果的な支援

や環境づくりに取り組みます。 

（４）あらゆるリスクに対応する安全・安心な島づくり 

イ．大規模災害等に備えた強くしなやかな県土づくりの推進 

③緊急時における輸送機能及び避難地等の確保 

要配慮者の数や状況に応じた福祉避難所が適切に配置されるよう、

市町村における福祉避難所の指定促進に向けて取り組みます。 

（５）高齢者・障害者等を支える福祉サービスとセーフティネットの充実 

ア．高齢者が生き生きと暮らせる地域づくり 

①高齢者の社会参加の促進 

活力ある高齢社会の実現に向けて、豊富な経験や知識、技術を持っ

た高齢者の社会参加活動を促進するとともに、高齢者が地域社会を支

える一員となるように、地域活動やスポーツ・文化活動など多様な活動

の支援に取り組みます。 

イ．障害のある人が活動できる地域づくり 

④誰もが活動しやすい環境づくり 

高齢者、障害者等のすべての人が自由に社会参加できる地域社会を

実現するため、福祉のまちづくりに寄与する事例の表彰や障害者への理

解促進のための啓発活動を行い、関係機関と地域社会の共通理解と協

力体制の整備等に取り組みます。 

沖縄県公共施設等総合管

理計画 

（Ｈ２８．１２） 

第３章 公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針 

１.現状や課題に関する基本認識 

（１）公共施設等の老朽化への対応 

・今後はすべての公共施設等の状況を把握しながら、全庁的・長期的な

視点により戦略的な維持管理・更新等を推進する必要がある。 

基本的な方針２ 施設規模・配置・機能等の適正化 

（４）統合や廃止の推進方針 

①施設アセスメントの実施（ハコモノ） 

・各施設の今後のあり方（維持、転用、更新、売却等）の検討に当たって

は、施設のもつ性能や利用度等を定量的に評価する施設アセスメント

等を実施する。 

②施設総量の適正化 

・中長期的な視点から人口動態や社会情勢・ニーズの変化、各施設の

利用・需要の実態見通し等を踏まえて、各施設の適切な規模、施設総

量の適正化を図る 
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計画名称 計画の内容 

第５次糸満市総合計画 

（R3.3） 

計画期間（R3～１２年度） 

第１章 第５次糸満市総合計画について 

【これからの糸満市の 10年における主な課題認識】 

・生産年齢人口を増やす取組み 

・技術革新 

・持続的な社会への変革 

・多様性を強みに 

・災害に強いまちづくり・ひとづくり 

・自立と協働のさらなる推進 

目指すまちの姿２ 市民みんなが心身ともにすこやかに暮らす糸満市 

【政策１ 健康で健全に暮らす環境をつくる】 

施策の展開（３）生き生きと暮らせる地域づくり 

・地域の拠点づくりとネットワーク（公民館や集会所の多目的利用の促

進、公共交通網の整備、いとちゃんminiの本格運行・ルートの拡充、

集団健診の周知協力依頼など） 

【政策２ 支え合い、後押しする福祉環境をつくる】 

現状・課題 

・福祉政策の拠点である社会福祉センターは建築から 38 年経過し老

朽化が進んでいることから施設整備に向けた検討が必要 

施策の展開（１）社会福祉基盤の充実 

・福祉拠点施設の充実（施設の修繕・改築、複合化や移転等の検討、関

係機関との協議など） 

【政策５ まちの賑わいや調和をつくる】 

施策の展開（３）土地の有効活用の促進 

・南部病院跡地の有効利用促進（市街化調整区域の地区計画または土

地区画整理事業など） 

目指すまちの姿６ 人と人の輪がつながり、みんなで動かす糸満市 

【政策１ みんなで元気な地域をつくる】 

施策の展開（２）協働社会の推進 

・拠点施設等の充実（生涯学習支援センターの活用促進、複合型公共

施設の整備、自治公民館との連携など） 

糸満市都市マスタープラン 

（H30.9） 

目標年次（R17年度） 

Ⅳ．全体構想 １．土地利用 

（２）整備の方針 ２）市街化調整区域 

・市街化区域に隣接する国道 331号沿道の真栄里地域においては、交

通アクセス性を活用した土地利用の検討を行います。 

Ⅳ．全体構想 ３．道路・交通 

（２）整備の方針 ①主要幹線道路 

・沖縄県の中南部西海岸地域を結ぶ地域高規格道路“沖縄西海岸道

路”の一環として国道 331号を位置づけます。 

Ⅳ．全体構想 ８．福祉 

（２）整備の方針 ４）地域コミュニティの形成・強化 

・互いに顔の見える関係を築き、大規模自然災害等の発生時において

も安心して助け合える地域福祉を支える基盤となる地域コミュニティ

の形成・強化に努めます。 

Ⅴ．地域別構想 

（５）高嶺地区 

３）整備の方針 

<国道 331号と隣接する真栄里の集落環境の整備、保持> 

・医療・福祉施設周辺環境を保全します。 
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計画名称 計画の内容 

第 3次糸満市地域福祉計

画・第５次糸満市地域福祉

活動計画 

（R5.7） 

計画期間（R5～９年度） 

基本目標１．みんなが『参加する』地域づくり 

実施目標（２）活発な活動の推進 

③ボランティア活動の推進 

社協ボランティアセンターと連携し、ボランティアに関する情報提供、

参加促進、ボランティアの機会の拡充、養成等を推進します。また、各種

コーディネーターが連携し、情報交換しやすい体制をつくり、地域住民

のボランティア活動機会及び世代間の交流機会を確保します。 

●社会福祉協議会の取組み 

a）ボランティアセンターの機能強化 

ボランティア活動の推進を図るため、ボランティア活動への参加促

進や活動状況の広報、マッチング、コーディネーターの資質向上等を

行い、ボランティアセンターの機能強化を図ります。 

基本目標２．みんなが『つながる』地域づくり 

実施目標（１）地域のつながりの向上・強化 

②様々な取組みを通じた地域のつながりの機会確保 

市が実施している生涯学習支援センターの市民講座、自治公民館講

座の開催支援、サークル活動、食育推進活動、健康福祉まつり、各種講

座その他の交流機会を拡充し、世代間交流、ふれ合いの機会を提供し

ます。 

実施目標（２）居場所づくりの推進 

①子ども、高齢者、障がい者などの居場所づくり推進 

子ども、高齢者、障害者等のための居場所、集いの場の確保を推進

するとともに居場所の周知を図り、参加促進に努めます(放課後児童ク

ラブ、地域子育て支援センター、児童センター、子どもの居場所事業、地

域デイサービス、地域活動支援センター等)。 

また、子ども、高齢者、障害者等が一か所で集い、交流が行える、属

性を超えた居場所づくりについて、関係者や企業、社会福祉法人、地域

と検討し、進めていきます。 

④活動拠点の確保 

市民一人ひとりの生き生きとした交流活動を支えるために、年齢・性

別・障害の有無などにかかわらず、誰もが参加できる共生型の新たな交

流拠点として、「（仮称）市民ふれあいセンター兼福祉避難所」を整備し、

活用していきます。 

●社会福祉協議会の取組み 

a）ふれあいの機会づくりの推進 

地域住民グループを中心としたふれあいの場や機会づくりを推進

し、世代を超えた交流の場を確保し、地域のつながりが深まるよう取

り組みます。 

また、既存の地域デイサービスや子どもの居場所「ふらっと こうえ

ん前」を実施しながら、利用者の居場所や通いの場づくりの充実に努

めます。 

c）地域福祉活動拠点の推進 

市の「（仮称）市民ふれあいセンター兼福祉避難所」とともに整備さ

れ、市社協の拠点となる「（仮称）糸満市地域福祉センター」において、

地域福祉活動を展開するように進めます。 

実施目標（３）地域での防犯・防災対策の推進 

⑥福祉避難所の確保 

災害時において一般避難所での避難生活が困難な援護を必要とす

る高齢者、障害者、妊婦及び乳幼児等などの要援護者※１がより安全・安

心に避難生活を送ることを目的とした中核的な福祉避難所として、「(仮

称)市民ふれあいセンター兼福祉避難所」を整備します。併せて、市内の

福祉施設等との連携による要援護者※１のための避難所の拡充を促進す
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るとともに、避難所指定のある公共施設や学校等と連携し、地域住民等

も参画した避難等訓練の実施を推進します。 

支援を必要とする高齢者や障害者等の災害時の避難場所を確保す

るため、市内の福祉施設等との連携により、福祉避難所の確保を図りま

す。電力を要する医療機器を使用している方の避難所支援のため、避

難所、福祉避難所となる施設への停電時における非常用電源の確保・

呼びかけを行います。 

避難所指定のある公共施設や学校等と連携し、地域住民も参画した

避難訓練の実施を推進します。 

●社会福祉協議会の取り組み 

b）共助による防災訓練の実施及び防災教育の充実 

管理施設の避難訓練・消化訓練等を定期的に実施するほか、共助

を意識した災害ボランティアセンターの設置訓練や近隣施設、地域で

の避難訓練の参画に努めます。 

c）災害ボランティアセンターの体制整備 

「災害時対応マニュアル」に基づいた災害ボランティアセンターの設

置訓練を今後も継続して実施します。 

マニュアルの点検評価、関係団体が主催する各種訓練や研修会等

への参加を積極的に行います。 

職員の参集が困難な場合を想定し、センター周辺の住民、団体・施

設、企業等が訓練等に参画できるよう平時から連携を図ります。 

基本目標３．みんなを『支援する』地域づくり 

実施目標（１）包括的・重層的な支援体制の構築及び保健福祉サービスの

充実 

●社会福祉協議会の取組み 

d）各種福祉サービス提供の充実 

社協で実施している高齢者、障害者、児童等を対象とした各種福

祉サービス提供を今後も実施するほか、職員の対応及び内容の充実

に努めます。 

実施目標（4）バリアフリーと移動・交通の充実 

①バリアフリーの推進 

「沖縄県福祉のまちづくり条例」に基づき、公共施設のバリアフリーを

推進するとともに、不特定多数が利用する民間建築物について、高齢者

や障害者、子育て家庭等の利用に配慮するように促します。 

③民間企業と協力した移動支援の確保 

「送迎バス活用事業」の継続実施を図るとともに、新規事業所の加入

を行います。その他にも民間企業と協力した新たな取り組みを模索し、

移動手段の確保について検討を行います。実施にあたっては、介護予

防を実施している願寿館や社会福祉センターへの停車協力を依頼し、

高齢者が介護予防を受けやすいように努めます。 

※１：要援護者は、災害対策基本法における「要配慮者」を指す 
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計画名称 計画の内容 

第８期糸満市高齢者福祉計

画及び介護保険事業計画 

（R3.3） 

計画期間（R3～5年度） 

第５章 高齢者福祉施策 

１．暮らしを包括的に支える環境の整備 

（４）包括的な生活支援サービスの推進 

●地域福祉祉コーディネーター(ＣＳＷ)と生活支援コーディネーター(と

もに社協への委託で配置)との連携・協力により、情報共有を図りな

がら地域課題に対して、地域全体で支える仕組みの推進を行いま

す。 

２．健康的に暮らせる環境の整備 

（２）高齢者の健康づくりと介護予防の推進 

③願寿館教室の実施 

●楽しみながら効果的なトレーニングプログラムを提供し、一人ひとりの

状況に応じた内容となるように充実を図ります。また、家庭で簡単に

できる運動方法を指導し、健康保持と介護予防が一人でも行えるよ

う推進します。 

④地域デイサービスの推進 

●各地域で継続的に多くの高齢者が参加し、介護予防や仲間づくり・生

きがいづくりが一層広がっていくように推進します。 

⑤かりゆし健康クラブ、いきいき健康クラブの実施 

●地域デイサービス中央型である「かりゆし健康クラブ」及び「いきいき

健康クラブ」を継続し、高齢者のフレイル予防(加齢に伴う筋力の低下

等の予防)などを実施していきます。 

（４）介護予防拠点の基盤整備 

①介護予防拠点の基盤整備 

●糸満市健康づくりセンター願寿館、ふくらしゃ館のほか、介護予防の

事業を実施する拠点施設の整備や利用しやすい設備等を検討し、高

齢者が身近な地域で介護予防に参加しやすい環境の充実に努めま

す。 

３．楽しく明るく暮らすための環境の整備 

（１）生きがいづくりの推進 

③世代間交流の機会拡充 

●様々な場での学習機会、活動、地域行事を通しての世代間交流の機

会を広げ、高齢者の生きがいづくりに貢献できるよう努めます。 

４．安心して暮らすための環境の整備と体制づくり 

（６）災害や感染症対策の推進 

①地域での防災体制の充実 

●自治連絡員説明会や防災講話を通じて自主防災組織の結成支援を

継続するとともに、企業や小規模コミュニティ(商店街、通り会)等から

の要望によりを対象とする実情に合った結成支援についても今後行

っていきます。 

②避難行動要支援者の登録の推進 

●避難行動要支援者の登録について、地域包括支援センターや生活支

援コーディネーターと連携を取りながら対象者の把握に努めます。 

（７）ボランティア活動の推進と連携 

①ボランティアの養成と活動支援の強化 

●ボランティア活動推進校を対象とした福祉体験や講演会、高齢者や障

がい者との交流、障がい者への手助けの仕方講習等を行い、学校に

おける生徒の福祉意識やボランティア意識醸成及びボランティアの機

会づくり等を進めます。 

②社協ボランティアセンターとの連携強化 

●市社会福祉協議会のボランティアセンターと連携を強化し、生活支援

コーディネーターや地域福祉コーディネーターとも調整しながら、地

域住民のボランティア活動を推進します。 
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計画名称 計画の内容 

糸満市第 4次障がい者計

画 

（H30.3） 

計画期間（H30～5年度） 

３ 令和５年度までに達成すべき目標 

（１）福祉施設の入所者の地域生活への移行 

イ 達成に向けた取組み 

・日中活動（地域活動支援センター等）の場の充実を図ります。 

（３）地域生活支援拠点等が有する機能の充実 

イ 達成に向けた取組み 

・地域生活支援拠点等の５つの機能（相談、緊急時の受け入れ・対応、

体験の機会・場、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくり）のうち、

本市では、「相談」、「緊急時の受け入れ・対応」を先行して整備するた

めの取り組みを進めます。 

第二次健康いとまん 21後

期計画（糸満市健康増進計

画） 

（H30.3） 

計画期間（H30～6年度） 

第４章 目標と取組み 

２．今後の取組み 

（３）行政関係課における具体的取組み 

１）項目：がん①・・・検診事業の周知徹底 

関係機関と連携しながら業務等をとおして検診受診を呼びかけます。

また、各種介護予防事業等においても検診受診を勧奨していきます。 

２）項目：循環器①②③④⑤糖尿病①②③④・・・重症化予防、疾病管理 

特定健診や長寿検診受診率向上のために未受診者対策を関係課と

連携して取り組みます。 

９）項目：心の健康①・・・相談機関の紹介 

業務の中で市民からの相談等があった場合に、こころの相談窓口について

医療機関の紹介やケアマネージャー等の担当者、担当課（健康推進課）と連

携しながら対応していきます。 

糸満市公共施設等総合管

理計画 

（Ｈ２９．３） 

第３章 公共施設等の管理に関する基本方針 

Ⅰ.公共施設等の管理に関する基本方針 

【基本方針１ 施設保有量の適正化】 

・新規事業については、民間の資金、経営能力及び技術能力を活用して

行う PFI方式の検討を行い、その抑制に取り組みます。 

【基本方針３ 施設管理の効率化】 

・包括的な民間委託の推進や指定管理制度の導入等、民間ノウハウを

活用する取り組みを積極的に取り入れ、市民ニーズに即した体制を構

築します。 

第４章 施設類型毎の管理に関する基本方針 

Ⅰ.施設類型毎の管理に関する基本方針 

３．健康・福祉系施設 

・健康・福祉施設については利用状況を調査したうえで、老朽化の進む

施設の改修のほか、統合や多機能化の検討を行います。 

４．都市基盤施設 

・公園施設については、安全性・機能性を確保するため、計画的な点検

や修繕を行い、利用状況等によっては隣接する公園との統合を検討す

るなど、安定して効率的な運営を推進します。 

６．コミュニティー系施設 

・自治会による地域の実績に応じた管理運営を維持し、日常的な点検・

保守の情報を把握することで、将来的な大規模な改修や更新を計画

的に行い、更新費用の平準化を図ります。 

糸満市立学校給食センター

建設候補地策定業務報告

書 

（Ｒ５．３） 

７.建設候補地の選定について 

・最も評価の高かった候補地②「真栄里屋外運動場等」を優先候補地と

して選定する。  
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計画名称 計画の内容 

糸満市地域防災計画 

（R5.3） 

第 2編 地震・津波編 

第 1章 災害予防計画 

Ⅲ 地震・津波災害応急対策活動の事前準備 

第 6節 交通確保・緊急輸送活動計画 

（３）臨時ヘリポート等の確保（緊急時の指定等） 

孤立した場合等に備え、空からの輸送が迅速になされるよう、市内の居

住区域を勘案し、臨時ヘリポート等の設置を確保可能なように整備を行う。 

第 7節 津波避難体制等の整備 

第 1款 津波避難計画の策定・推進 

（３）要配慮者、不特定多数の者が利用する施設等の管理者 

観光・宿泊施設、交通施設、医療・福祉施設、学校、興行場その他の不

特定多数の者が利用する施設の管理者は、観光客や施設利用者等の円

滑な避難体制を中心とした防災マニュアルを策定し、訓練を実施する。こ

の際、多数の避難者の集中や混乱等も想定した内容とする。 

第 8節 要配慮者の安全確保 

（１）社会福祉施設等における安全確保 

社会福祉施設や幼稚園、保育所には、寝たきり老人や手足の不自由な

老人、身体障害や知的障害の児童・成人、あるいは乳幼児といった災害発

生時には自力で避難できない人々が多く入所あるいは通所しており、これ

らの人々の安全を図るためには日頃から十分な防災対策を講じておくこと

が必要である。 

整備項目 計画内容 

①施設、設備等の安全

点検（施設の安全性

確保） 

施設の管理者は、災害発生時に避難行動要

支援者が安全で円滑に避難及び安全点検

できるよう、又、施設自体が崩壊又は、火災

が発生することのないよう施設や付属設備

等の整備や常時点検に努めるものとする。 

②地域社会との連携

（支援体制） 

災害発生時の避難に当たっては施設職員だ

けでは困難である。したがって、常に地域社

会との連携を密に市民への周知を図り、ノー

マライゼーション理念の普及や福祉団体等

の育成から、災害時には地域住民の協力が

得られるよう体制作りを行うものとする。 

③緊急連絡先の整備 災害発生時に保護者または家族と確実に連

絡が取れるよう、緊急連絡先の整備を行う

ものとする。 

④災害用備蓄の推進 乳幼児を長時間にわたり保護しなければな

らない施設においては、必要最低数量のミ

ルク等、非常用食糧等の確保に努めるもの

とする。 

⑤バリアフリー（身体

障害者にやさしい街

づくり） 

高齢者や身体障害者などを多様な利用形態

に対応した歩道の整備等バリアフリー化を

進め、災害時の避難に備える。 

 

（２）不特定多数の者が利用する施設における安全確保 

不特定多数の者が利用する施設等には、高齢者や障害者等のように災

害発生時には自力で避難することが困難な人々が多く出入りしていること

から、これらの人々の安全を確保するためには、日頃から十分な防災対策

を講じておくことが必要である。 

1）施設設備等の整備 

施設の管理者は、災害発生時に要配慮者が安全で円滑に施設等か

ら避難できるよう施設や付属設備等の整備に努めるものとする。 
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２）施設、設備等の安全点検 

施設の管理者は、災害発生時に施設自体が崩壊または、火災が発生

することのないよう施設や付属設備等の整備や常時点検に努めるもの

とする。 

第１２節 食糧・飲料水及び生活必需品等の確保 

災害発生初期の段階においては、各々が備蓄する食糧、飲料水、生活

必需品、医薬品、宿需品により生活の確保を図る体制を強化する必要が

ある。そのため、家庭、社会福祉施設、医療機関、宿泊施設等に対して、物

資の調達体制が確立するまでの間（概ね７日間）、食糧、飲料水、生活必需

品を各々において備蓄に努めるよう啓発を行う。 

（１）備蓄体制の整備 

指導・支援 指導・支援の内容 

②備蓄計画の策定 市は、備蓄を行うに当たり「糸満市災害時備

蓄計画」を定めるものとする。 

備蓄物資の選定をする際は、管理栄養士の

活用も図りつつ、高齢者、障害者、乳幼児、

妊産婦等の要配慮者、女性や子育て家庭の

避難生活、アレルギー対策、避難生活の長

期化における栄養バランス等について配慮

する。 

④集中備蓄・分散備蓄

体制の整備 

市は、物資の性格に応じ、大型で数量が少な

く、緊急性を要しないものは防災拠点等へ集

中備蓄する。一方、災害発生後の被災地にお

いて大量に必要となり迅速に対応すべきもの

は、避難場所の位置を勘案した倉庫等への分

散備蓄を行う。併せて、それぞれの備蓄拠点

を設けるなど体制整備に努める。 

⑤備蓄拠点の整備 市は、備蓄拠点について、輸送拠点として指

定するなど、物資の緊急活動が円滑に行わ

れるようあらかじめ体制を整備する。 

 

（２）食糧等の調達体制の整備 

指導・支援 指導・支援の内容 

②飲料水の確保 市は、迅速な応急給水に対応するために必

要な飲料水（ペットボトル等）及び給水用資

機材（ポリ容器、ポリ袋等）を整備するととも

に、緊急時の調達先として、当該資機材を有

する他の機関又は業者と協力体制整備に努

める。 

③生活用水の確保 市は、次の通り生活用水確保を行う。 

ア 雨水の有効利用 

a 公共施設の新設及び増改築時におい

て、雨水貯留施設等（屋根及び駐車場

等に降った雨水の貯水槽）の整備を計

画的に推進する。 

b 事業所及び家庭等民間において、雨水

利用タンクの設置を促進する。 

イ 井戸の活用 

a 民間の既設井戸の分布状況に関する

調査を行い、災害時に地域に開放して

もらう協力井戸としての活用推進を図

る。 
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ｂ 災害時協力井戸について、所在地、使

用に当たっての留意事項及びその他必

要な情報を、地域住民に対し周知を推

進する。 

ウ 河川・プールの水の活用 

河川水やプールの水等を災害時の生活

用水として活用できるよう、浄水装置や

ポンプの整備を推進する。 

 

第１３節 遺体対応、感染症対策、保健衛生等に関する活動 

（２）感染症対策活動 

①災害時における感染症対策及び食品衛生監視・指導活動マニュアル

の作成に努める。 

②災害時の衛生、安全に関わる事項について、市民への周知を図る。 

③避難所における衛生管理対策に関する計画を検討する。 

（５）保健衛生 

①災害時の保健救護活動及び健康相談を適切に実施するためのマニ

ュアルの作成に努める。 

②市民の自主的な健康づくりを促進する地域組織を育成するため、保

健・医療機関と福祉、スポーツ等の各種団体と連携し、ネットワークづ

くりに努める。これらの組織は、災害発生時の助け合い活動等の基盤

づくりを兼ねる。 

③防災生活圏における医療・福祉の機関やボランティアと連携して、地

域住民の健康増進、疾病予防に努める体制の確立を図る。 

第１４節 災害ボランティア活動環境の整備 

大規模災害時には、行政機関とボランティアがいかに活動するかによっ

てその後の救護・復興を左右する。 

そのための、行政機関や地域社会におけるボランティアへの対応や取り

組み、そしてボランティア（団体）や企業等が日常的に取り組むべき計画等

を以下に記す。 

（３）ボランティア支援対策 

実施区分 実施内容 

①災害時の準備 市は、殺到するボランティアの受付場所、受付

要員、活動拠点において準備検討しておく。 

②ボランティアニーズ

の想定 

災害後のボランティアニーズについて想定し

ておき、初動期のボランティア活動が迅速に

行われるようにしておく。 

③登録・把握とネットワ

ーク 

市内のボランティア（団体）を登録、把握する

とともに、ボランティア活動を支援していく。

又、ボランティアが被災地において相互に連

携し、迅速かつ機能的な活動が行えるよう

平常時から研修や交流の機会を提供して、

ボランティア相互間の連絡体制等ネットワー

ク化を図るものとする。 
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第 2章 災害応急対策計画 

第１４節 避難計画 

第 1款 避難の原則 

（４）避難の誘導 

実施区分 実施内容 

①避難の優先順位 避難にあたっては、要配慮者（高齢者、幼児、

障害者、病人等）を優先させるものとする。 

②避難者の誘導 ア 避難にあたっては、避難誘導員を配置

し、避難時の事故防止並びに避難の安全

迅速を図るものとする。 

イ 避難場所の位置及び経路等を必要な場

所に掲示する。 

ウ 誘導にあたっては、混乱を避けるため地

域の実情に応じ避難経路を 2カ所以上

選定しておくものとする。 

エ 要配慮者等の避難誘導としては、地域で

把握した要配慮者等のリストを作成し、社

会福祉協議会や民生委員、自主防災組

織、ボランティア等の協力を得て各戸を訪

問し、安否確認を行うとともに、円滑に避

難できるよう配慮するものとする。 

オ 避難した地域に対しては、事後速やかに

避難もれ、又は要救出者の有無を確かめ

るものとする。 

 

第１５節 要配慮者対策計画 

（３）避難生活への支援 

１）避難時の支援 

市は、要配慮者の避難状況や生活状況を把握し、必要な福祉対策の

ニーズを検討し、必要な専門的人材を確保し、ニーズに応じたサービス

を提供する。 

避難所においては、専用スペースを設けるなど生活への配慮をすると

ともに、福祉避難所の設置や社会福祉施設等への緊急入所を行う。 

市は、必要に応じて専門的人材の確保及び派遣並びに入所施設の確

保などの広域支援を県に要請する。 

第１８節 食糧供給計画 

（４）要配慮者に配慮した食糧の備蓄 

市は、要配慮者や食物アレルギー等に配慮した食糧の備蓄に努めるも

のとする。 

第２０節 感染症対策、し尿の処理、食品衛生監視及び動物の保護収用計

画 

第２款 保健衛生対策 

（２）保健衛生 

1）良好な衛生状態の保持 

被災地、特に避難場所においては、生活環境の激変にともない被災

者が心身双方の健康に不調をきたす可能性が高いため、常に良好な衛

生状態を保つよう努めるとともに、被災者の健康状態を十分に把握し、

必要に応じて救護所等を設けるものとする。 

２）要配慮者への配慮 

高齢者、障害者等の要配慮者の心身双方の健康状態には特別の配

慮を行い、必要に応じて福祉施設への入所、ホームヘルパーの派遣、車

いす等の手配等を福祉事業者、ボランティア団体等の協力を得ながら

計画的に実施するものとする。 
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第３０節 ボランティア受入計画 

（１）ボランティア受入体制の整備 

市は、糸満市社会福祉協議会及び日本赤十字社沖縄県支部、その他関

係団体と連絡をとりながら、ボランティア活動が円滑に実施できるように受

入体制を整備するものとする。また、受入に際しては、老人介護や外国人

との会話力等、ボランティアの技能が効果的に活かされるよう配慮するとと

もに、その活動拠点の提供等の支援に努めるものとする。 

（４）ボランティアの活動支援 

市及び糸満市社会福祉協議会等は、ボランティアの活動支援として、以

下の対策について実施する。 

１）活動場所の提供 

ア ボランティア本部（市庁舎等） 

※本部の役割 

・ボランティアの活動方針の検討 

・全体の活動状況の把握 

・ボランティアニーズの全体的把握 

・ボランティアコーディネーターの派遣調整 

・各組織間の調整。特に行政との連絡調整 

・ボランティア活動支援金の募集、配分 

イ 地区活動拠点 

※地区活動拠点の役割 

・避難所等のボランティアの活動の統括 

・一般ボランティアの受付、登録（登録者は本部へ連絡） 

・一般ボランティアのオリエンテーション（ボランティアの心得、活動

マニュアル） 

・ボランティアの派遣 

・ボランティアニーズの受け皿、掘り起こしとコーディネーション 

・ボランティアの活動記録の分析と次の活動への反映 

糸満市国土強靱化地域計

画 

（R5.3改訂） 

第４章 地域強靭化の推進方針（施策分野ごとの推進方針） 

＜個別施策分野の推進方針＞ 

（２）地域・都市 

○地域防災力の向上 

地域における防災力の向上については、避難施設や避難経路等の確

保や整備を推進するとともに、ハザードマップによる危険地域や避難場

所等の周知浸透を図り、災害が予想される地域での防災訓練や避難訓

練の充実等に取り組む。 

○要配慮者の安全確保 

高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊産婦等の要配慮者に対しては、防

災知識の普及、地震時の情報提供、避難誘導、救護、救済対策等の様々

な面で配慮が必要である。このため、消防団、自主防災組織等の防災関

係機関及び平常時から要配慮者と接している社会福祉協議会、民生委

員、介護保険制度関係者、障害者団体等の福祉関係者と協力して避難

行動要支援者の避難支援の体制を整備するよう努めるものとする。 

また、糸満市要配慮者支援計画に基づき、避難行動要支援者の名簿

等の情報を本人の同意を得て関係機関と共有し、具体的な避難支援個

別計画の策定に努めるものとする。 

さらに、災害時に一般の避難施設での生活が困難な要配慮者につい

ては、平時より各要配慮者に対応した福祉避難所の確保に努める。 
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２．糸満市の福祉施設及び災害ボランティアの現状と課題 

（１）糸満市の福祉施設の概要 

１）糸満市社会福祉センターの状況 

本市の社会福祉センターについて、施設概要や利用状況等を以下に整理する。 

 

【社会福祉センターの概要】 

○所在地：真栄里 857番地 

○建設年月：昭和 57年３月 

○延床面積：1,461.77㎡ 

○施設概要：地域社会における住民のニーズに応えるため､各種相談対応や､一般市民はもとより児童

から老人､さらに心身障害者の福祉の増進と市民生活を高めることを目的に設置。 

○利用状況 

・利用者延べ人数及び部屋別利用件数（令和元年度～令和４年度） 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、令和 2・３年度は利用者延べ人数及び利用件数がい

ずれも大きく減少した。令和４年度は、令和元年度と比較して利用者延べ人数は 84.2％、利用件数は

94.2％まで回復している。 
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・地域デイサービス（中央型）の参加者延べ人数及び開催件数（令和２年度～令和４年度） 

社会福祉センターの大ホールにて実施の地域デイサービス（中央型）について、令和４年度は新型コ

ロナウイルス感染症の収束が見られ、6,924人が参加された。 

 

 

 

【社会福祉センターに関するヒアリング結果のまとめ】 

社会福祉協議会へのヒアリングより、以下の意見が得られた。 

・交通が不便。いとちゃんミニ（市コミュニティバス）だけでなく、路線バスの導入も検討いただきた

い。 

・現施設にはエレベーターがなく、１階から２階に上がりたくとも上がれない。建物へのアプローチが

バリアフリーとなっておらず、車いす利用者が円滑に移動できない。 

・収納が足りない。既存倉庫には収まりきらず、廊下や事務室に積まれた状態である。サークルの備

品や工具、機械系の備品も置きたい。 

・相談業務にあたる部屋が現状１室のみ。仮設の相談スペースはプライバシーの確保が不十分な状

態。また、数が足りていない。専用の諸室が３部屋ほど必要。 

・エントランスホールや２階ホール等の共用空間は、交流時間に「溜まりの空間」として使用されてい

るが、暗くて空調が効かないなど、快適な交流場所となっていない。 

・職員数に対して事務所が狭い。係によっては部屋が分かれており、コミュニケーションが取りづら

く、また来館者も案内しづらい状況。 

・食糧庫がなく、元介護保険事務所の冷房を利用して食糧の保管を行っており、食糧管理・衛生管

理上好ましくない。また冷房効率も低い。 

・現在の駐車場台数は約７０台。日常的には、利用者と職員の車、そして公用車を駐車しても十分な

台数だが、イベント時等は隣接のグラウンドも使って駐車場を確保している。 
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２）公共・公益施設の状況 

本市における主な公共施設の立地状況は以下の通りである。なかでも、市民ふれあいゾーンの機

能と類似する施設（生涯学習支援センター及び健康づくりセンター願寿館）について、次頁以降に整

理する。 

 

 

【公共・公益施設の立地状況】 
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【生涯学習支援センターの概要】 

○所在地：字糸満 1788番地 

○建設年月：平成６年３月 

○延床面積：624㎡ 

○施設概要：旧糸満南小学校教室を、サークル活動や各種市民講座を行う生涯学習施設として活用。

部屋の借用も可能。 

○利用状況 

・利用団体：各種サークル 58団体（令和５年度） 

・利用者延べ人数及び部屋別利用件数（令和元年度～令和４年度） 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、令和 2・３年度は利用者延べ人数及び利用件数がい

ずれも大きく減少した。令和４年度は、令和元年度と比較して施設利用者延べ人数は 93.6％、利用件

数は 100.9％まで回復または増加している。 

 

 

 

【生涯学習支援センターに関するヒアリング結果のまとめ】 

生涯学習支援センターへのヒアリングより、以下の意見が得られた。 

・現施設の諸室は最大で 96㎡。動きを伴うサークル団体にとっては狭い。 

・サークル室⑤（96㎡）には、調理台（3台）が設置されており、現在は稼働率が悪いが、社会教育

や交流の場として残しておくべき。可動式の調理台があれば使い勝手が良い。 

・施設玄関付近は利用者が交流できるスペースがなく、利用者は屋外で歓談等している。 

・２階へ上がるには階段しかなく、バリアフリー化が遅れている。 

・倉庫が足りない。荷物を置くサークルもあり、現在と同様のスペースが求められる。 

・雨天時は、駐車場から施設まで移動する間に利用者が濡れてしまう。 

・駐車場は５５台。利用者の９割が自家用車利用。日常的には午前中や１４時以降に混みあうほか、

イベント時は駐車場不足のため縦列駐車等で対応している。 
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【健康づくりセンター願寿館】 

○所在地：西崎町 3丁目 179番地 

○建設年月：平成２年６月 

○延床面積：527.78㎡ 

○施設概要：高齢者の生きがいづくりと健康の保持増進及び地域住民に密着した総合的健康づくり対

策を推進する。 

○利用状況 

・利用者延べ人数及び教室別利用件数（令和元年度～令和４年度） 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、令和２年度は利用者延べ人数及び利用件数が大きく

減少した。令和３年度以降は一般施設利用団体件数を集計に含めていることもあり、令和４年度の利

用者延べ人数は 9,157人に回復しているとともに、教室別の利用件数合計は 572件まで大きく増加

した。 

 

 

 

【健康づくりセンター願寿館に関するヒアリング結果のまとめ】 

介護長寿課へのヒアリングより、以下の意見が得られた。 

・介護予防事業を実施。現在と同程度の諸室規模を希望する。 

・体操時に使う椅子の収納・保管場所が必要。 

・現在は、利用者が交流する場所がない。 
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３）その他福祉施設及び福祉事業所の現状 

本市に立地する福祉施設及び福祉事業所等は以下の通りである。西崎地区、糸満地区をはじめ、

市内に点在していることがうかがえる。 

また、これら福祉施設及び福祉事業所等のなかでも、10施設を福祉避難所に指定し、収容予定

人数等を定めている。 

 

【福祉施設及び福祉避難所等の立地状況】 
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【福祉避難所の概要】 

 

※収容予定人数は、対象者及び家族等の付添人を含む最大収容人数 

 

  

No. 施設名 対象 協定の有無 住所 収容予定人数

1 白寿園 ○ 字武富175 番地1 40

2 沖縄偕生園 ○ 字小波藏321 番地 6

3 サクラビア ○ 字座波371 番地1 9

4 かかずの杜 ○ 字賀数312 番地1 20

5 喜屋武こども園 × 字喜屋武433 番地1 33

6 真壁こども園 × 字真壁1932 番地 58

7 兼城こども園 × 字座波611 番地6 72

8 りんごの木保育園 ○ 字潮平337 番地1 25

9 南山病院 障がい者（精神） ○ 字賀数406 番地1 274

10 西崎病院 医療的ケア者・児 ○ 字座波371 番地1 40

高齢者

乳幼児
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（２）各種団体の活動状況 

社会福祉センターや生涯学習支援センターをはじめ、本市で活動する各種団体（サークルや地域

団体等）に対し、団体活動の現状や市民ふれあいゾーンへ整備予定施設の利活用意向等を把握す

るべくアンケート調査を行った。以下に調査結果を整理する。 

 

 

１）アンケート実施概要 

○調査対象：社会福祉センターや生涯学習支援センター等を利用し、本市で活動する各種団体（サーク

ルや地域団体等を含む） 

○実施時期：令和 5年 8月 28日（月）～令和 5年 9月 22日(金) 

○回 収 数：59件 

 

 

２）アンケート調査結果 

①全体共通設問 

■団体の構成人数（n=59） 

団体の構成人数は「10人以下」が 33.9%と最も多く、次に「11～20人以下」が 28.8％、「21

～30人以下」が 15.3％である。 
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■団体の活動頻度及び活動日（n=59） 

活動頻度は「週に１回程度」が 52.5％と最も多く、次に「週 1～2回」が 15.3％である。 

 

 

活動の曜日は「平日」が 62.7％と最も多く、次に「土曜日」が 27.1％である。 

 

 

活動の時間帯は「午後（18時まで）」が 40.7％と最も多く、次に「午前」が 30.5％である。 

 

 

■活動場所（n=59） 

活動場所は「主に生涯学習センターを利用している」が 59.3％と最も多く、次に「主に社会福祉セン

ターを利用している」が 20.3％、「両方の施設を利用している」のは 1.7％である。 

 

■市民ふれあいセンターを整備した場合の利用可能性（n=59） 
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旧南部病院跡地において市民ふれあいセンターを整備した場合の利用可能性は「ぜひ利用したい」

が 40.7％と最も多く、次に「施設の条件によっては利用したい」が 28.8％、「活動内容によっては利用

したい」が 23.7％である。 

 

活動内容は具体的に以下が挙げられた。 

・交流事業、役員会、研修会 

・無料なら使用したい。クーラー代金は負担してよい。やはり身体体力維持、自分の足で生涯歩く。 

・ブックスタート 

・団体の活動内容にあった利用 

・研修会等の利用の場合 

・資金造成チャリティー・体操教室・研修会等 

 

また、施設の条件は具体的に以下が挙げられた。 

・無料駐車場の整備 

・使用料 

・運動器具の設備、パソコン教室 

・同等のスペース 

・ピアノの設置等 

・クーラー設備 

・使いやすさ 

・交通のアクセスが整えば 

・使用料金が発生する場合は金額が 1000円以上となると難しい 

・カラオケの設備が整っていれば。駐車場が広ければ。 

・作った作品の展示場所があれば 

 

  

40.7%

23.7%

28.8%

10.2%

13.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

ぜひ利用したい

活動内容によっては利用したい

施設の条件によっては利用したい

利用する予定はない

無回答
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■市民ふれあいセンターを福祉避難所として使用する際に、備えておくべき福祉機能や防災設備 

災害時に市民ふれあいセンターを福祉避難所として使用する際に、備えておくべき福祉機能や防災

設備について、以下が挙げられた。 

ベッド（電動ベッド）、エアーマット、ポータブルトイレ、尿器、オムツ（はくパンツ、パンパースタイプ）、生

理用品、洗浄ボトル（ペットボトルを代用）、電気スタンド、パーテーション、ガーゼ、タオルペーパー、タオ

ル、ガーゼ、一般的は軟膏薬剤、飲食品、ラジオ、通信機器。・何か所かの訪問看護ステーション、医師

と連携して安全に避難所での生活ができたらと思います。 

バリアフリーで車いすの方でもスムーズに入れる避難所がいいです。 

ミルク、離乳食、アレルギー対応食、紙おむつ、お尻ふきシート、簡易トイレ、生理用品、などの物資はも

ちろんですが、授乳などのプライベート空間を備える事も重要かと考えます。 

糸満市で考えてください。低い土地の為、少し不安。 

車いす、充電設備、食料 

防災に対する日頃の備えとして、糸満市防災研修センターを併設し、体験型防災教育の充実強化を図

っていただきたい。（中部、沖縄市、北部、名護市に研修センターあり） 

自家発電機、WIFIの整備、福祉器具（車いす、ベッド等）、生理用品の備蓄 

高齢者・障害者が多く避難してくる場所となれば、介護士、看護師等、居たら安心ですね。 

・車いすで自由に動ける。 

・ミルク等（おむつ）が備えていて女性にやさしい設備があること。 

・プライバシーが保てるところ 

・海岸に近いのでそれなりの設備が必要。 

・駐車場完備。・個々のスペースの囲い等（災害時）。 

・音楽で運動、身体を動かす。 

①災害時には防災士がかけつけられるようなシステムを作っておくこと。 

②高齢者や小児・障害者が利用できる時には、介護、看護の経験者を早めに稼働できるシステムを作

っておく必要がある。→各病院・施設等と市が事前の支援の為、携帯なりを。市の職員だけでは困難か

と（シャトー入居者の避難時に思ったこと）。 

授乳室、オムツ替え室、明るい広いトイレ（幼児が使用しやすい子ども用便座等）、キッズスペースを広

くしてほしい、屋根つきの駐車場、腰かけるイス（休憩スペース）、子ども用トイレ、イーアスを参考にして

ほしい、駐車場まで長い距離歩かせないでほしい、コインロッカーがあるといい、周囲の環境も明るくし

てほしい、動かしやすいイス・テーブル、物品置場（メタルラック３～４台分程度） 

洗い場（おふろ、トイレの小さい子用）、妊婦の休めるソファー、横になるところ、安静なところ、静かなと

ころ（防音）、食事スペースの部屋が仕切れるところ（アレルギー対応のため）、階段の段差を低くする 

地域の人々と日頃から交流することで理解しあい、いざという時に助け合うことができる。このセンター

の早期実現に期待します。 

トイレ、シャワー、調理室（高齢者や障害者、妊産婦、乳幼児等別々の部屋があれば良いかな。） 

通信システム・ネットワークを充実させる 

津波の際に上階に避難できるエレベーター、水に浸からない自家発電機（上階）、Wi-Fi、大雨（豪雨）

に対応できる排水能力（この地域は幾度と洪水あり）、停電しない電線網（この地域は少々の台風で停

電し、復旧期間も長期的になります）、食糧備蓄（障がい者や障がい児の特性に応じた物（例えばとろみ

材やオムツ等） 

救護室/パーテーション（世帯ごとに生活空間をわけられるよう）/発電機（医療的ケアが必要な方のた

め） 
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■市民ふれあいセンター等を整備するにあたって、福祉機能や防災機能以外に必要な機能（n=59） 

市民ふれあいセンター等を整備するにあたって必要な機能は、「ホール、催事場」が 57.6％と最も多

く、次に「研修室・スクール機能・会議室」が 45.8％、「飲食機能」が 42.4％である。 

 

 

健康・保健 

関連機能 

 

生涯学習機能  

 

 

地域に開かれた 

活動拠点機能 
 

 

 

 

 

 

 

交流・利便機能  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

25.4%

32.2%

39.0%

57.6%

25.4%

20.3%

45.8%

30.5%

18.6%

42.4%

40.7%

6.8%

18.6%

39.0%

1.7%

20.3%

0% 20% 40% 60% 80%

各種健診事業会場

キッズスペース

子育て支援、相談対応

ホール、催事場

体育室

工芸コーナー・サロン

研修室・スクール機能・会議室

ボランティア活動スペース

トレーニングルーム

飲食機能

交流コーナー・地域図書コーナー

コワーキングスペース

広間・テラス

売店機能

福祉機能や防災機能だけで良い

その他
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■市民ふれあいセンターの利用にあたり、共助を育むまちづくりの視点からの関わり方（n=59） 

共助を育むまちづくりの視点からの関わり方は、「日常的な交流や多様な交流を生み出す場としての

活用が可能（サークル活動、講座、交流イベント等）」が 47.5％と最も多く、次に「健康増進や介護予防

に寄与する立場としての活用が可能（体操教室、講座、健康イベント等）」及び「災害時の協力・支援体

制の構築に向けた取り組みへの関りが可能（防災訓練、防災イベント等）」がそれぞれ 40.7％である。 

 

 

  

47.5%

40.7%

23.7%

23.7%

40.7%

32.2%

5.1%

23.7%

0% 20% 40% 60%

日常的な交流や多様な交流を生み出す場としての

活用が可能（サ―クル活動、講座、交流イベント等）

健康増進や介護予防に寄与する場としての活用が

可能（体操教室、講座、健康イベント等）

生活課題の把握・解決に向けた支援の場としての活

用が可能（各種相談、ボランティア等）

市民ふれあいセンターについて幅広い世代へ周知・

利活用促進が可能（SNSの活用、ﾌﾘ―ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等）

災害時の協力・支援体制の構築に向けた取組みへ

の関わりが可能（防災訓練、防災イベント等）

自団体の活動や強みを活かした災害時の協力・支

援が可能（災害復旧、被災者支援、避難所支援等）

その他

無回答
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日常的な交流や多様な交流を生み出す場としての活用は、具体的に以下が挙げられた。 

ワンポイント講座として、訪問看護の働きとか、夏であれば、熱中症予防とかできるかと思います。 

糸満市の医療的ケア児や要介護 4-5の方々の交流会（地区ごとに交流できると共助が高まるかな？） 

育児講座であれば、現在の受け入れ組数以上に受け入れができる？ 

敬老の日等で高齢者との交流、デイへの参加等。 

同好会の活動拠点（通いの場づくり） 

障害者の社会参加活動の場 

サークル活動 

水彩画の習得 

市民向けに南山王国の歴史講座等 

三線、胡弓、笛などサークルを開設したい。 

定例句会、展示会等 

レクリエーション活動 

サークル活動を通していろいろな地域・年齢層の方々と交流することができる。 

折り紙を通して若者～老人まで交流ができる 

サンシンの練習、サークルメンバーとの交流の場 

和裁サークル。縫製の楽しさと着物の良さ等を伝えていけたらと思っています。 

子育て世帯と地域全体をつなぐまつり、日常の広場・あそび場 

地域活性化に向けリーダーの育成、研修等 

障がい児支援から就労支援まで、切れ目のない一貫した支援による相談や理解促進など 

 

また、その他に以下の内容が挙げられた。 

スポーツレクリエーション活動での交流 

高齢が多いので体力がある希望者で取り組みます。 

災害時の避難者支援、特に女性への支援 

障がいを持つ方や子どもの発達に心配のある家族に関係者等へ市民ふれあいセンター機能と当会機

能との連携 
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共助を育むまちづくりの場として、施設の利活用に関わることができる取組やアイデアをうかがったと

ころ、以下の回答が得られた。 

糸満市の医療的ケア児の両親を呼んで情報交換し、普段言えない事や相談に乗ったりするといいかと

思います。また、誰でも参加できるイベントを行って自分たちの地域にどのような方々が住んでいるか

を理解してもらい、協力してもらいたいことを発信できるといいかと考えます。※イベントは役所の方と

相談して協力していきたいと思います。 

・カラオケ発表会の会場が欲しいです。 

・年に一度のフェスタでもいい、食堂も欲しい。 

子どもたちへの食支援として生涯骨太クッキング、親子の食育教室を実施しています。市民ふれあいセ

ンターでこれらの活動が定期的にできるようになればいい。ふれあいセンター、シニアカフェができると

いい。 

・防災に関する出前講座 

・応急手当口座（消防 OBを活用した） 

・南山城跡をはじめ市内に 40か所ある城跡の勉強会をしたい。 

・糸満市観光サイドを中心にした歴史ガイドを養成したい 

人は笑顔が多いほど健康になれる。心も体も。毎日行く場所、行きたい場所、会いたい人がいる、会い

に行ける、会える、そんな生きたいように生きられる楽しい日々を過ごせる場所をつくりたいですね。 

定期的に各家庭の不用品を集め、必要な方へ提供できるバザー市とかをして、活性化させたい。 

常設の視聴覚室 

当会が運営する事業は、児童発達支援センター（中核的施設）、糸満市委託事業、就労支援施設等を

含め、障がいを持つ児童（幼児）から一般就労、一般就労後、住まいの場まで、県内でも先駆的な取り

組みを行い、多くの市民が利用しています。予定地には、市民ふれあいセンター、社会福祉協議会、委

託相談、地域活動支援センター等があり、当会を含め一体的な整備が実現できれば、相互に連携しや

すい環境が整えられ、相乗的に地域の福祉向上が図られるほか、福祉ゾーンとして、福祉事務所を含

めて、点在する拠点を集約することで、利用者、保護者、関係者等がワンストップで利用・相談・申請等

ができれば障がいを持つ方や保護者、関係者等の大幅な負担軽減につながるのでは思料します。 

 

  



 

28 

■市民ふれあいセンターの整備及び管理・運営に関する意見やアイデア 

市民ふれあいセンターの整備及び管理・運営に関する意見やアイデアをうかがったところ、以下の回

答が得られた。 

ふれあいセンターの運営に関してはいくつかの事業所？へ委託して持ち回りで運営していくのはどうか

と思いました。 

暑い季節の遊び場に困っている親子の声が多い。ふれあいセンターに屋外の（芝生など）広場ができる

のであれば、休憩できる日よけが数か所あると良い。 

・やはり金額になってしまうので今まで通り安い料金で利用したい。 

・若い方ともふれあい。 

・カラオケ発表会のときの音響（RAMがあれば最高）、モニターが欲しいです。 

・特別な地域との交流。 

・20～30名くらいが入れる調理室がぜひ欲しい。 

・市民が快く集えるよう、コミュティの場として活用したい。 

・食と健康を実践するため、市民が利用できるジム機能が整ったトレーニングルームが欲しい。 

エレベーターやスロープの設置 

・福祉センター（社協）に管理委託が現実的 

・トイレのドアの開閉時に締めづらい。 

・サークル①の扇風機、結構、燈が切れているところがあります。日頃の設備等、点検、修理ありがとう

ございます。感謝 

シャトルバスあるといい 

・利用しやすい、使用料金の設定（クーラー等含む）     ・防音設備 

・音響設備、防音設備、カガミ等などを希望。クーラー設備も希望。 

・使用料はどうなるか？安ければ良し 

・全身用の鏡の設置 

・防音設備 

・サークル用の小物置き場戸棚設置 

・移動しやすいイス・テーブル 

・利用しやすい使用料設定 

将来的には、糸満市博物館を建ててもらいたいが、当面、糸満市文化財資料センターを設けて欲しい。

（例①読谷村座間味城ミュージアム、②中城村護佐丸会館） 

てぃるるのような使いやすい場所が糸満市内にも欲しいと感じていた。 

現在の生涯学習センターが料金、施設、駐車場等、とても利用しやすい状況です。現在のセンターの状

況で使用できるようよろしくお願いいたします。（利用料、駐車場は無料等、現在のままでお願いしま

す。） 

駐車場の拡大 

利用時間の柔軟な対応 

南部病院の駐車場がすきでした。夏にはせみがないて、うるさくて、生き物がたくさんいて、植物もたく

さんあって、日かげや木漏れ日がきれいでした。あの自然の豊かさは活かしていただけると嬉しいで

す。 

管理運営にあたって、施設使用料が各団体の負担にならないような配慮をしていただきたい。 

糸満市社会福祉協議会の周りや旧陽だまりには桜の木があり、満開になるととても綺麗な桜並木となり

ました。利用計画では、運動場（野球場）もあるため、健康を考慮し運動ができる場として、土地利用計

画地全体を周回できる桜並木のマラソンコースや桜見等ができれば、賑わう場としてさらに活性化する

のではないでしょうか。 

時間外で利用希望がある場合の対応について 
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②社会福祉センター利用者について 

（活動場所について「両方の施設を利用している」または「主に社会福祉センターを利用している」と

回答された団体） 

■社会福祉センター利用団体の活動頻度及び活動日（n=13） 

活動頻度は「ほぼ毎日」が 23.1％と最も多く、次に「週１回程度」が 15.4％である。 

 

 

活動の曜日は「平日」が 61.5％と最も多く、次に「土曜日」46.2％である。 

 

 

活動の時間帯は「午後（18時まで）」が 46.2％と最も多く、次に「午前」が 15.4％である。 

 

 

■社会福祉センター利用団体の利用頻度（月当たり）（n=13） 

社会福祉センターを利用している団体の月当たりにおける利用頻度は「５回以下」が 61.5％と最も

多く、次に「21～25回」が 23.1％である。 

 

 

  

23.1%

7.7%

15.4%

7.7%

46.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

ほぼ毎日

週３～４回

週１回程度

月１～２回

無回答

61.5%

46.2%

38.5%

15.4%

38.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

平日

土曜日

日曜日

祝日

無回答

15.4%

46.2%

7.7%

46.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

午前

午後（18時まで）

夜間（18時以降）

無回答

61.5%

0.0%

0.0%

0.0%

23.1%

7.7%

7.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

5回以下

6～10回

11～15回

16～20回

21～25回

26回以上

無回答
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■社会福祉センターの利用満足度（n=13） 

使い勝手について、「満足」及び「やや満足」がいずれも 30.8％である。 

 

 

なお、使い勝手の満足度に関する理由は、「高齢者・障がい者にとっての利用しやすさ」が 69.2％、

次に「団体職員、サービス提供者にとっての利用しやすさ」及び「市民・一般利用者にとっての利用しや

すさ」がそれぞれ 46.2％である。 

 

 

スペースや広さについて、「満足」が 46.2％、「やや満足」が 15.4％である。 

 

 

なお、スペースや広さの満足度に関する理由は、「相談スペースの充実度」が 61.5％、「会議室・打

合せスペースの充実度」が 53.8％と多くなっている。 

 

 

 

 

30.8% 30.8% 15.4%
0.0%

23.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

満足 やや満足 やや不満 不満 無回答

69.2%

38.5%

46.2%

46.2%

15.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高齢者・障がい者にとっての利用しやすさ

妊婦、ベビーカーや乳幼児と来る人にとっての利用しやすさ

団体職員、サービス提供者にとっての利用しやすさ

市民・一般利用者にとっての利用しやすさ

無回答

46.2% 15.4% 15.4%
0.0%

23.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

満足 やや満足 やや不満 不満 無回答

61.5%

53.8%

23.1%

30.8%

23.1%

15.4%

23.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

相談スペースの充実度

会議室・打合せスペースの充実度

収納や倉庫の充実度

活動スペースや部屋のサイズ

ロビー、待合スペース、廊下などの広さ

フリースペースなど自由に交流できる場所の充実度

無回答
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建物や設備について、「満足」及び「やや満足」がそれぞれ 23.1％である。 

 

 

なお、建物や設備の満足度に関する理由は、「駐車場・駐輪場の充足度」が 46.2％、「周辺からのア

クセス性」が 38.5％と多くなっている。 

 

 

その他に、満足度に関する理由として以下が挙げられた。 

駐車スペースから平行に移動できる 

駐車場が狭い。もっと広くしてほしい。 

特に利用したことがない。食料を届けてもらっている。 

当会が運営する「就労支援センターたまん」（就労移行・B型）73名及び「こども発達支援センターココ

イク」（児童発達支援センター）72名、「じぶんみらいココイロ」（放課後等デイ）20名、「グループホー

ムシエル」（共同生活援助）10名の利用者が在籍し、職員数は約 60名である。各施設隣接しており、

保護者、職員、一般相談者、関係者等が使用する共用駐車場はアクセス性が悪いうえ、狭隘化し大幅

に不足している状況である。また、「たまん」では、生産活動の場も不足し、パーソナルスペースを確保

し、利用者同士のトラブル防止の観点から、隣接地を借用して生産活動を行っている状況である。さら

に、児童発達支援センターである「ココイク」は、障がい児支援の中核施設として国が位置づけ地域支

援を実施しているが、アクセス性が悪いうえ、駐車場も密集し、障がいの特性上、危険性が高い。 

老朽化が顕著で、災害等だけでなく、普段利用時にも雨漏りなど不都合がある。 

 

 

  

23.1% 23.1% 23.1%
0.0%

30.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

満足 やや満足 やや不満 不満 無回答

38.5%

23.1%

15.4%

23.1%

46.2%

0.0%

23.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

周辺からのアクセス性

地震や火災に対する建物の安全性

情報システムによる、セキュリティの安全性

図書・パソコン・Wi-Fi等が使える場所の充実度

駐車場・駐輪場の充足度

更衣室・ロッカー等の充足度

無回答
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③生涯学習支援センター利用者について 

（活動場所について「両方の施設を利用している」または「主に生涯学習支援センターを利用してい

る」と回答された団体） 

■生涯学習支援センター利用団体の活動頻度及び活動日（n=36） 

活動頻度は「週１回程度」が 77.8％と最も多く、次に「１～２回」が 13.9％である。 

 

 

活動の曜日は「平日」が 66.7％と最も多く、次に「土曜日」22.2％である。 

 

 

活動の時間帯は「午後（18時まで）」が 41.7％と最も多く、次に「午前」が 33.3％である。 

 

 

■生涯学習支援センター利用団体の利用頻度（月当たり）（n=36） 

生涯学習支援センターを利用している団体の月当たりにおける利用頻度は「５回以下」が 88.9％と

最も多く、「６～10回」が 2.8％である。 

 

 

  

0.0%

2.8%

77.8%

13.9%

8.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

ほぼ毎日

週３～４回

週１回程度

月１～２回

無回答

66.7%

22.2%

5.6%

8.3%

22.2%

0% 20% 40% 60% 80%

平日

土曜日

日曜日

祝日

無回答

33.3%

41.7%

19.4%

16.7%

0% 20% 40% 60%

午前

午後（18時まで）

夜間（18時以降）

無回答

88.9%

2.8%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

8.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

5回以下

6～10回

11～15回

16～20回

21～25回

26回以上

無回答
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■生涯学習支援センターの利用満足度（n=36） 

使い勝手について、「満足」が 50.0％、「やや満足」が 38.9％である。 

 

 

なお、使い勝手の満足度に関する理由は、「市民・一般利用者にとっての利用しやすさ」が 77.8％、

次に「高齢者・障がい者にとっての利用しやすさ」が 27.8％、「団体職員、サービス提供者にとっての利

用しやすさ」が 25.0％である。 

 

 

スペースや広さについて、「満足」が 52.8％、「やや満足」が 13.9％である。 

 

 

なお、スペースや広さの満足度に関する理由は、「活動スペースや部屋のサイズ」が 75.0％、「相談

スペースの充実度」が 63.9％と多くなっている。 

 

 

 

50.0% 38.9%

5.6%

2.8%

2.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

満足 やや満足 やや不満 不満 無回答

27.8%

11.1%

25.0%

77.8%

8.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高齢者・障がい者にとっての利用しやすさ

妊婦、ベビーカーや乳幼児と来る人にとっての利用しやすさ

団体職員、サービス提供者にとっての利用しやすさ

市民・一般利用者にとっての利用しやすさ

無回答

52.8% 13.9% 19.4% 8.3%5.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

満足 やや満足 やや不満 不満 無回答

63.9%

5.6%

25.0%

75.0%

5.6%

11.1%

22.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

相談スペースの充実度

会議室・打合せスペースの充実度

収納や倉庫の充実度

活動スペースや部屋のサイズ

ロビー、待合スペース、廊下などの広さ

フリースペースなど自由に交流できる場所の充実度

無回答
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建物や設備について、「満足」が 36.1％、「やや満足」が 30.6％である。 

 

 

なお、建物や設備の満足度に関する理由は、「駐車場・駐輪場の充足度」が 61.1％、「周辺からのア

クセス性」が 52.8％と多くなっている。 

 

 

その他に、満足度に関する理由として以下が挙げられた。なお、社会福祉センターと生涯学習支援セ

ンターの両方を利用されている団体も多く、社会福祉センター利用団体と重複する答えがあることに留

意されたい。 

階段は高齢者にとってはキツイ。壁に鏡があれば動作がわかりやすいと思う。 

ピアノが無ければもう少しスペースができ、人数も増やせると思います。現在、待機の方が 12名程い

ます。 

クーラーが席の場所によってはきかない 

今年４月から開設のため多くは意見できません（すみません）※畳間があったらいいと思います。 

・障害者も利用できるように手すり、スロープなどの設備が必要。 

・トイレは洋式に全てかえた方が良いと思う。トイレの数を増やして欲しい。 

・サークルの荷物置場にカギをかけられるようにした方が良いと思う。 

・部屋をパーテーションなどで区切り大→小と使えるようにして欲しい 

・使用料を安くして欲しい舞台発表や展示会ができるようにして欲しい。 

・空調設備をお願いした自動販売機や売店、カフェをお願いします。 

・駐車場は広くして欲しい。 

・エレベーターがある。 

・防音できる部屋がある。 

・手続きがもっと手軽にできるといい（空室確認、当日予約）インターネットなど。 

・冷暖房空調完備で鏡があり、備え付けのベンチやカバン置き。活動スペースを広く使用できるように

して欲しい。 

・できれば、30～40人くらい入れる部屋があるといい。 

・床はフローリングよりクッション性がある方が安全で健康面で安心する。 

・年齢が 65才以上なので活動場所は 1階を希望。 

・活動部屋がもう少し広いと活動しやすい。 

36.1% 30.6% 25.0%
2.8%

5.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

満足 やや満足 やや不満 不満 無回答

52.8%

8.3%

5.6%

5.6%

61.1%

2.8%

16.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

周辺からのアクセス性

地震や火災に対する建物の安全性

情報システムによる、セキュリティの安全性

図書・パソコン・Wi-Fi等が使える場所の充実度

駐車場・駐輪場の充足度

更衣室・ロッカー等の充足度

無回答
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エアコン代が高い 

夏の暑い日はクーラーの関係で 2Fを利用しています。1Fはクーラー代が高すぎて使用できません。 

・1Fは土足で 2Fは上履きにしているのはどうしてでしょうか？ 

・2Fのトイレのスリッパを上履きのまま履いている人がいるので上履きでトイレを使用可能にしてはど

うかと思う。 

・駐車場が混んでいる時は職員の方が声かけしてくれる。 

・いろいろな相談も話しやすくすぐ対応してくれる 

・連絡事項などメールで知らせてくれる。 

・現在の人数(12～14人)だとよい。※室内はエアコン扇風機もあるが運動量があり 1分ではきびし

い。 

・サークルだけの活動時は充分だが、講座などがある時は駐車できない時がある。 

高齢者にとっては階段上り下りがきつい（しかし軽度ならリハビリによし）。 

利用できて大変有難いです。 

（使い勝手） 

・高齢になると運転が困難になるケースが多くなるため、5年後には、我がサークルは利用控えがおわ

りそうです。 

・EV等設置も必要かと（2F,3F）。 

（スペース・広さ） 

・我がサークルは現在 5～6人で利用している為、広さは満足。しかし、規定の 10人以上、とすると広

さ的には困難。 

（建物・設備） 

・クーラーが使用期間の限定があること。春秋とはいえども沖縄では暑いので夏限定使用にすると活動

に集中できなくて困る。 

・テーブルが新しくなって嬉しいのですが楽器を置く幅広が使い勝手がいい。 

・今後、高齢化では交通環境整備要と考える。 

・若者が住みたくなる町の条件を多めにする住環境作りを。 

近隣への音漏れがあり窓を開けることができない 

自宅から施設が近い、マットレスも十分にひけてよい。十二分に駐車できる。 

・収納のスペースがもう少し広ければいいのですが。 

・駐車場を広くして欲しい。 

・作品の展示ができるスペースがあれば良いですが。 

プレハブではあるが、団体専用の事務所の提供を頂き、団体活動に必要な管理運営がスムーズに行え

ることには感謝しています。もう少し広ければもっと良いかな。しかし、全会員の集うスペースが確保で

きず、講演会や研修会、交流会等の会議に苦労しています。 
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（３）災害時の災害ボランティアの現状と課題 

大規模災害時には、公的機関だけでは迅速な応急対策が実施できない事態が予想されるため、関係諸団

体やボランティアの協力を得るなど、応急対策の迅速かつ的確な実施を図る必要がある。 

このため、災害ボランティアの受入れや、ボランティアニーズとのマッチングを担う災害ボランティアセンター

を設置するなど、災害時における適切な対応を検討する必要がある。 

以下、本市における災害ボランティアの現状と課題について整理する。 

 

１）災害ボランティアの現状 

本市地域防災計画によると、ボランティア支援対策として以下が整理されている。 

実施区分 実施内容 

①災害時の準備 市は、殺到するボランティアの受付場所、受付要員、活動拠点において準備検討

しておく。 

②ボランティアニーズ

の想定 

災害後のボランティアニーズについて想定しておき、初動期のボランティア活動が

迅速に行われるようにしておく。 

③登録・把握とネットワ

ーク 

市内のボランティア（団体）を登録、把握するとともに、ボランティア活動を支援し

ていく。又、ボランティアが被災地において相互に連携し、迅速かつ機能的な活

動が行えるよう平常時から研修や交流の機会を提供して、ボランティア相互間

の連絡体制等ネットワーク化を図るものとする。 

 

また、本市社会福祉協議会においては、災害時における「災害ボランティアセンター」の設置を想定

し、平時から研修・訓練等の実施により、災害時の参集方法から災害ボランティアセンター運営時の動

き方などを検討している。 

 

２）災害ボランティアの課題 

①社会福祉センターの老朽化 

本市社会福祉センターは建築から 40年以上が経過しており、旧耐震基準建物ではないものの、令

和３年３月に実施した耐力度調査において危険建物と判定された。上記の通り、同施設において災害ボ

ランティアセンターの設置が予定されているが、施設の老朽化により災害時に活動拠点として活用でき

ない可能性が考えられ、施設の更新等による耐震強度を高める必要がある。 

 

②資機材等保管場所の不足 

災害ボランティアセンター設置の際には、受付に必要となる電話機やパソコン等の事務機器の他、炊

き出し用の調理器具や泥土のかき出し・清掃に必要な掃除用具等の多くの資機材が必要となる。 

 そのため、平時より資機材等の確保について入手ルートの整備と併せて、資機材の適切な整理や管

理を行うための適切な保管場所の整備が必要である。 

 

③災害ボランティアセンターの運営にかかわる協力者・機関の育成 

災害時のボランティア活動の効果的な実施には、地域に精通した人材や、ボランティア活動のコーデ

ィネートを担う人材の育成が必要である。 

人材育成には、継続的な訓練の実施と、防災知識の習得が必須となることから、座学や訓練を行うた

めの場所を確保する必要がある。 

また、平時からボランティア活動の活性化を促し、ボランティア意識の醸成を図る必要があることか

ら、ボランティア室の整備等が必要である。  
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３．市民ふれあいゾーン施設整備基本計画 

（１）市民ふれあいゾーンの概要・状況 

１）位置 

対象地区は、糸満市役所から南に約 800m に位置し、北東部は市街化区域編入による土地区画整

理事業が予定されている真栄里地区、西側は国道 331 号に囲まれた地区となっている。 

 

■対象地区の位置図 
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２）法規制条件 

②土地利用・景観 

対象地区は、那覇広域都市計画区域における市街化調整区域に指定されており、周辺は農振農用

地となっている。開発行為にあたっては、都市計画法第 34 条に基づく開発許可、または特例を受ける

必要がある。 

国道３３１号から上り傾斜、北側へ下り傾斜となっており、北名城ビーチや慶良間諸島等の良好な眺

望が確保できる地区である。 

 

■対象地区の土地利用規制 
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３）建設地の概要 

①建設地の位置づけ 

対象地区周辺の現状や上位関連計画等の位置づけから、建設地は以下のような位置づけが求めら

れる。 

 

位置づけ 課題 

周辺の人口減少対策 ○真栄里地区においては、人口が横ばい減少にあるが、少子高齢化が進

行しており、日常からの地域のコミュニティや交流機能の強化が求めら

れる。 

既存福祉機能の強化 ○対象地区には、社会福祉センターが立地しているが、施設の老朽化

（昭和 57年３月建設）や駐車スペースの確保等が課題となっている。 

防災拠点機能の強化 ○既存の社会福祉センター多目的グランドは指定緊急避難場所となって

いるが、グランドの雨天時の環境の悪さ、災害時に対応した設備の不

足が課題であり、災害時を想定したトイレ等の公園・防災施設の充実

が求められる。 

○福祉避難所は市北部に多く立地しており、市南部における福祉・防災

機能の強化が求められる。 

 

４）インフラの整備状況 

対象地区の道路、上下水道の整備状況は以下の通りである。 

 

インフラ 整備状況 

道路 ○対象地区へアクセスする国道 331 号は、豊見城瀬長と糸満市真栄里

を結ぶ全長 7.4kmが 4車線道路として整備され、那覇空港及び那

覇港等へのアクセス性が高い。 

○国道から対象地区や真栄里地区にアクセスする市道は、幅員４～６ｍ

程度となっており、バスや災害時の給水トレーラー等の大型車のアクセ

スが困難な状況である。 

上水道 ○対象地区は上水道の給水区域に含まれている。 

下水道 ○公共下水道は整備されていない。 
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（２）建設地の立地特性 

１）交通環境 

対象地区の西側を通る国道 331号により、北は那覇空港・那覇港へ、南は八重瀬町・南城市への

アクセス性が高い地区となっている。 

公共交通は、国道 331号から市道 639号を通るルートで路線バス（琉球交通）が通っており、

「南部病院前」が最寄りのバス停となっている。市のコミュニティバス（いとちゃんmini国吉線）は、

糸満バスターミナルを起終点で、国道 331号から真栄里地区を通る循環バスが通っている。また、

デマンド交通（予約型のいとちゃんmini）のバス停が社会福祉センター内に設置されている。 

■対象地区周辺の道路網 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■対象地区周辺の公共交通 
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２）ハザード 

「糸満市地域防災計画」では、本市に大きな被害を与える可能性のある地震として、沖縄本島南部

スラブ内地震（M7.8・震度 6強）、沖縄本島南東沖地震３連動（M9.0・震度 6）を想定している。 

また、「沖縄県地域防災計画」において、本市には沖縄本島南部断層系が分布しており、（M7.0・

震度７）の地震発生のおそれが言及されている。 

「糸満市津波減災マップ」によると本計画地は津波、高潮、土砂とも危険区域に指定されていない。 

 

 

高潮浸水想定図（南部病院跡地等造成事業基本計画より） 

 

 
津波浸水想定図（南部病院跡地等造成事業基本計画より） 

 

参考）海から計画対象地区までの地盤高 

 

 

 

  

20m 

10m 

海抜 0ｍ 

海 
▼ 

国道 
▼ 

約 8ｍ 

対象地区 
▼ 

約 15ｍ 

真栄里地区 
▼ 

約 23ｍ 

A A’ 
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３）敷地周辺の状況 

対象地区の敷地周辺の資源、地形（高低差）、道路環境等の状況を現地確認した結果概要を以下

にまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旧南部病院入口付近国道 
○国道 331号は、糸満市役所や那覇

空港へのアクセス、路線バスの主要

幹線となっている 

真栄里地区入口付近 
○国道３３１号から対象敷地周辺の真

栄里地区への入口で、コミュニティバ

スのルートとなっている 

真栄里地区へのアクセス 
○社会福祉センター入口から、真栄里

地区に北側に下っていくアクセス道

路となっている 

社会福祉センター裏側道路 
○社会福祉センター裏側の道路から、

対象敷地との間には高低差があり、

対象敷地が低くなっている 

北名城ビーチ 
○対象敷地の西側の海岸部には北名

城ビーチがあり、良好な眺望景観を

意識する必要がある 

○社会福祉センター裏側の道路を通

り、南城市側からのアクセスの結節

点となる 
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参考】対象地区周辺における骨格道路等の整備 

対象地区が含まれる南部病院跡地及び周辺の真栄里地区においては、土地区画整理事業等によ

り道路等の一体的整備が計画されており、避難場所となる多目的運動場へのアクセスする避難路と

して、国道３３１号を補完する防災経路が形成されることになる。 

 

■糸満市土地利用（真栄里地区）実施計画における防災の基本方針 

①避難路・避難場所の確保  

・ 災害時に誰もが安全かつ迅速に避難できるような歩行者ネットワークの形成  

・ 地区外からの避難経路の確保、一時的に避難可能なスペースの創出  

・ 災害時の協定締結の取り組み、地区全体での災害対応力の強化 

②先端技術も活用した災害対策の推進  

・ 災害時のエネルギー自立性の確保に向けて、再生可能エネルギーを活用した設備の導入  

・ デジタルサイネージやビジョン等、災害情報を発信する情報発信機能の整備  

③隣接する南部病院跡地の取り組みと連携した地区全体の防災力の向上  

・ 南部病院跡地で整備される福祉の防災拠点と相乗効果を生み出せるよう役割分担を図り、住

民、来訪者、就業者など、誰もが安心して暮らせる強靭なまちづくりに寄与 

 

 

防災の基本方針図（糸満市土地利用（真栄里地区）実施計画より）  
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（３）市民ふれあいゾーン整備における条件の整理 

①開発・整備計画との関係 

○地域福祉センターの建築を先行的に整備する。 

○新たな前面道路を見なし道路として開発許可を申請（今後県協議予定）、道路整備が完了するま

では既存の道路を活用する。 

○新たな前面道路からの入口は、施設配置によって検討する。 

 

②造成計画との関係 

○市民ふれあいゾーンの造成において、切り盛りバランスを考慮した造成計画、宅盤高さ（施設整備

エリア、公園・広場エリア、給食センターでそれぞれ１～２mの高低差あり）を検討する。 

○新たな前面道路との高低差に配慮した各敷地入口の検討を行う。 

○既存の杭は、一定部分は撤去されることを前提として、施設配置には影響がないことを前提に検

討する。 

 

③給排水計画との関係 

○敷地の雨水排水は南側の水路が流末となるため、公共用地内に浸透桝（調整池）が設置される可

能性がある。 

 

④公園緑地計画との関係 

○開発面積の３％を緑地として確保する。 
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■ 前提条件の整理 

 

 

 

旧病院跡地への既存の道路 

給食センター予定地（現：社会福祉センター） 

現：公園・広場 

旧南部病院跡地 

市民ふれあいゾーン 

施設整備エリア（施設配置検討エリア） 
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47 

（４）市民ふれあいゾーンの整備基本方針 

昨年度の検討経緯や周辺環境等を踏まえ、市民ふれあいゾーンにおいては、“更なる交流拠点”の形成

につながるコンセプトを設定する。また、給食センターエリア、公園・緑地エリア、施設整備エリア（地域福

祉センター、市民ふれあいセンター、地域活動支援センター）に分け、市民の交流機能の向上につながる

整備基本方針を整理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※インクルーシブとは…社会を構成するすべての人は、多様な属性やニーズを持っていることを前提として、誰もが構成員の

一員として分け隔てられることなく、地域であたりまえに存在し、生活することができること 

 

 

 

  

 

・社会福祉センターの老朽化による建て替えや事業所・会議室等、社会福祉協議会の活動に

合わせた整備 

・施設の防災機能の強化、公園と一体的な防災活動・地域防災力の強化の必要性 

・地域福祉センターと市民ふれあいセンターの空間的分離と機能の一体化の必要性 

 

≪開発コンセプト≫ “活力”を生み、“共助”を育むまちづくり 

市民一人ひとりの生き生きとした交流活動を支える 

“更なる交流拠点”の形成 
市民ふれあい 

ゾーンの役割 

市民ふれあいゾーンの基本的認識 

 

 

 

地域に開かれた“交流”と“融合”による 

インクルーシブ拠点づくり 
 

施設整備・空間づくりコンセプト 
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≪『地域に開かれた“交流”と“融合”によるインクルーシブ拠点づくり』のイメージ≫ 
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（５）予定施設の構成と役割、関係性 

 

給食センターエリア 
 

〇地域福祉センターを早期に整備することで、既存の社会

福祉センターの場所に糸満市立学校給食センターを整

備する。 

〇当面は既存の道路を活用し給食を提供するが、新たな

前面道路の整備により、給食の提供の円滑化を図る。 

〇災害時には、隣接する公園・緑地エリアや市民ふれあい

センター兼福祉避難所等と連携し、避難者への食の提

供を図る。 

 

 

公園・緑地エリア 
 

〇既存のグラウンドを活用し、地域の交流の場として、地域のコミュニティやレクリエーション活動、野球

等のスポーツ活動できる公園として整備する。 

〇多目的広場と施設整備エリアとの関係性を重視した施設整備及び一体的な利活用により、利用者のふ

れあいや多様な人々が交流できる空間の創出を図る。 

〇防災施設の整備や災害時の指定緊急避難場所とするなど、防災機能を有した公園としての機能強化

を図り、災害時の活動拠点として利用できるよう整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■既存の給食センター 

事例：柏崎市駅前防災公園 
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施設整備エリア 
 

【地域福祉センター】 

〇既存の社会福祉センターの機能から、現状の利用課題や今後の活動展開を考慮の上、再整理を行い、

施設計画に反映する。 

〇先行整備を図るため、既存道路との関係性と新たな前面道路からのアクセスの両面に配慮した配置と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

【市民ふれあいセンター（兼福祉避難所）】 

〇地域福祉センターや地域活動支援センターとの空間の融合を図るため、公園・緑地エリア等の外部空

間との関係性を重視し、日常の市民の交流機能の強化につながる施設配置とする。 

〇災害時には福祉避難所として、要配慮者（高齢者・障がい者や妊婦等）が利用しやすい施設計画とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域活動支援センター】 

〇市内の多様な活動団体の利用を想定した施設計画とする。 

〇地域福祉センターと市民ふれあいセンター整備後に、学校施設の仮設校舎の移築による施設整備を想

定する。 

〇そのため、地域福祉センターや市民ふれあいセンターが稼働しながら、資材の運搬や建築工事が可能

な位置に配置する。 

 

 

 

 

 

 

事例概要： 

山形県舟形町福祉避難所 てとて

/子育て支援センターみらい 

 

 

 

事例概要： 

石垣市健康福祉センター 

 

 

 

事例概要： 

大石田町町民交流センター 

虹のプラザ 
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（６）エリア別の必要機能の整理 

１）公園・緑地エリアの防災機能の整理 

①避難施設等の現状 

本市においては、災害対策基本法の改正に伴う「指定避難所」が 13施設、「指定緊急避難場所」が

45箇所指定されており、既存の社会福祉センターグラウンドは「指定緊急避難場所」に指定されてい

る。 

 

【糸満市津波減災マップ（対象地域周辺）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【関係施設・機関ヒアリングによる災害時ニーズ】 

〇多目的グラウンドは土のため、雨天時にぐちゃぐちゃとなる。受援者の受入に適していない

のではないか。 

〇災害時には外部トイレが必須（車中泊を想定できる）。 

〇トイレは近いと異臭の恐れがあるため、避難スペースとはある程度離した方が良い。 等 
  

対象地域 

指定緊急避難場所 

（社会福祉センターグラウンド） 

想定収容人数：11,696 人 
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≪参考≫【指定緊急避難場所（令和３年７月末現在）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②多目的広場（避難面）の想定規模・収容可能人数 

「南部病院跡地等造成事業基本計画」において、多目的広場（グラウンド）は 8,600㎡の整備を予

定している。 

「防災公園の計画・設計・管理運営ガイドライン（改訂第２版）」（国土交通省国土技術政策総合研究

所）において、１人当たり避難面積は、「２㎡以上、現状に応じて１～２㎡を原則とする」とされている。ガ

イドラインに基づき、多目的広場の面積から収容可能人数を算出すると、4,300～8,600人を想定す

る。 

 

 

対象地域 
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③災害時の役割と必要な施設の整理 

「防災公園の計画・設計・管理運営ガイドライン（改訂第２版）」（国土交通省国土技術政策総合研究

所）において、防災公園等が担う防災機能として以下の９つの機能が整理されている。 

① 避難（一時的避難及び広域避難） 

② 災害の防止と軽減及び避難スペースの安全性の向上 

③ 情報の収集と伝達 

④ 消防・救援、医療・救護活動の支援 

⑤ 避難及び一時的な避難生活の支援 

⑥ 防疫・清掃活動の支援 

⑦ 復旧活動の支援 

⑧ 各種輸送のための支援 

⑨ 徒歩帰宅等の支援 

このうち、指定緊急避難場所として、対象地域の公園・緑地エリア（多目的広場）に必要な防災関連

施設を以下のように整理する。 

 

【公園・緑地エリアの防災機能と必要な施設】 

被災と時間経過 
※直後―発災から概ね３時間まで 

※緊急―発災から概ね３日間まで 

※応急、復旧・復興―発災３日以降 

直後～緊急 

直後～ 

復旧・

復興 

直後～応急 直後～復旧・復興 

防災機能 

 

 

 

 

 

 

 

防災関連施設等 

① 

避
難
（一
時
的
避
難
） 

② 

災
害
の
防
止
と
軽
減
及
び

避
難
ス
ペ
ー
ス
の
安
全
性

の
向
上 

③ 

情
報
の
収
集
と
伝
達 

④ 

消
防
・
救
援
、
医
療
・
救

護
活
動
の
支
援 

⑤ 

避
難
及
び
一
時
的
な
避

難
生
活
の
支
援 

⑥ 

防
疫
・
清
掃
活
動
の
支
援 

⑦ 

復
旧
活
動
の
支
援 

⑧ 

各
種
輸
送
の
た
め
の
支
援 

⑨ 

徒
歩
帰
宅
等
の
支
援
等 

〇入口、広場等          

 入口 ●   ● 〇 〇 ● 〇  

 広場 ● ●  ● ● 〇 ● ● 〇 

 ヘリポート  〇  〇   〇 ●  

〇水関連施設          

 耐震性貯水槽    ● ●    〇 

 非常用トイレ     ●    〇 

〇防災倉庫 〇   〇 〇 〇    

〇植栽・休憩施設          

 植栽  〇        

 かまどベンチ 〇   〇 〇    〇 

 ソーラー照明灯 ● ●  ● ● ● ● ● 〇 

〇情報関連施設          

 放送・通信設備   〇       

 標識及び情報提供設備   〇       

●＝直接的に対応する施設、〇＝間接的、補完的に対応する施設  

＝公園・緑地エリアに必要な機能 
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④ゾーニング及び動線計画 

防災機能の配置にあたっては、平常時の多目的広場としての利用、災害時の避難広場としての利用

の両面から、市民ふれあいセンターや地域福祉センターとの関連性、防災関連施設、水関連施設の利

用を考慮した配置とする。 

災害時においては、発災直後段階（発災～３時間）、緊急段階（3時間～3日）、応急段階（3日～1

ヵ月）の時間変化による対応も考慮した利用・配置を検討する。 

 

平常時のゾーニング 災害時のゾーニング 

〇多目的広場を中心に、野球等のスポーツが

できるレクリエーション機能としての利用 

〇その周辺に、施設整備エリアとの関係性に配

慮し、休憩施設・植栽等を配置 

〇駐車場は、広場利用者用とするが、市民ふれ

あいセンター等におけるイベント時には、臨時

の駐車場として活用 

〇多目的広場を避難広場として活用 

〇発災直後段階では緊急避難場所として活用、

緊急段階ではヘリポートとしての活用、応急段

階では救援物資の集配や復旧・復興活動の場

として活用 

〇その周辺に、防災関連施設（防災倉庫等）や水

関連施設（耐震性貯水槽、非常用トイレ等）を

配置 

〇駐車場は、避難者用とするが、資材の搬出入

動線は確保 

  

 

  

多目的広場 

休
憩
施
設 

WC等 

利用者駐車場 

避難広場 

（緊急ヘリポート） 

水関連施設 

防
災
関
連
施
設 

避難者駐車場 

資材搬出入 
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⑤防災関連施設の整備方針 

防災機能に必要な施設や機能のゾーニングを踏まえ、各防災関連施設の整備方針を整理する。 

 

〇入口、広場等 

施設 整備方針 

入口 〇公園内への避難や諸活動時の入口として、避難者や緊急車両等に対応できる整備

形態（幅員や形状、段差や障害物、舗装構造等）とする。 

多目的広場 〇周辺施設の火災時等の安全性の確保、考慮された避難広場とする。 

〇主に、発災直後段階では緊急避難場所として、8,600㎡の多目的広場を計画し、

収容人数 4,300～8,600人を想定する。 

〇緊急段階～応急段階において、想定する諸活動の利用（車両の進入、緊急用ヘリ

ポート、テント野営等）に対応できる規模、性能をもつスペースを確保する。 

ヘリポート 〇消防救急、医療・救護、応急物資・救援物資輸送、復旧機材・資材輸送、情報収集

等のための緊急用ヘリポートとする。 

〇主に緊急段階（3時間～3日）での利用を想定し、市民ふれあいセンター（福祉避

難所）とは物理的に区別されたスペースに配置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

≪ヘリポートの設置基準について≫ 

〇ヘリの侵入経路に建物等が立地し、離着陸に支

障がある場合、「仮想離着陸地帯」の進入区域に

支障物がなければ、災害時のヘリポート候補地と

することができる。 

〇災害時において緊急輸送等に使用する離着陸場

について、「地方航空局における場外離着陸許可

の事務処理基準」に基づき、離着陸地帯は原則

として地上に設定するとともに、進入区域は離

着陸地帯から２５０ｍの範囲とされている。 

〇多目的広場におけるヘリポートの設置は、周辺の

建物、市民ふれあいセンター等の配置・高さ等を

併せて検討する必要がある。 

≪一時的な避難生活との分離≫ 

〇へリポートは、安全管理上、避難者等の立入りを

制限する必要があり、避難スペースと物理的に

区分されたスペースに設置することが望ましい。

そのため、応急期における多目的広場の役割と

併せて、設置の必要性を検討する必要がある。 

■仮想離着陸地帯の基準 

■仮想離着陸地帯の範囲 

出典：国土交通省航空局「地方航空局における場外離着陸許

可の事務処理基準」をもとに作成 
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〇水関連施設 

施設 整備方針 

耐震性貯水槽 〇飲料用水、生活用水、スプリンクラー散水等の様々な用途のための水を貯留する。 

〇給食センターで整備される貯水槽との連携、水の活用の可能性を検討する。 

非常用トイレ 〇便器据付用マンホール便槽とする。槽や汚物・汚水処理、あるいは水洗式での使用

の場合は洗浄水の確保が必要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇防災倉庫 

施設 整備方針 

防災倉庫 〇消火救助用機材・資材・電源・照明、耐震性貯水槽関係機材、非常用トイレ資材、炊

き出し用機材、応急生活資材（テント等）、非常用電源装置、飲料水、食料、医療品、

衣料・毛布、衛生用品、防寒・防水用品等を備蓄する。 

〇耐震・耐火構造とし、備蓄品の種類によっては換気や空調設備を必要とする。 

 

  

≪非常用トイレのイメージ≫ 
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〇植栽・休憩施設 

施設 整備方針 

植栽 〇周辺施設と隣接する西側・南側面においては、災害時の延焼の緩衝や多目的広場か

らの砂埃の防止のため中木を配置する。 

かまどベンチ 〇平常時は休憩施設（ベンチ）として使用し、災害時に一時的な避難生活や炊き出し等

の際にかまどとして利用する。また、平常時から防災訓練の場として利用し、災害時

を想像させる機会をつくる。 

ソーラー 

照明灯 

〇災害の発生は昼間とは限らず、夜間に発生する可能性もあるため、大規模災害発生

によりライフラインが停止した場合でも、避難者の歩行の目標、目印となるよう、ソー

ラーバッテリーの照明灯を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇情報関連施設 

施設 整備方針 

放送・通信設

備 

〇平常時の放送システムを活用し、災害時には非常用電源により公園内の放送システ

ムとして活用する。 

○防災行政無線のほか、衛星通信やその他の無線等、あるいは地域福祉センターと連

携し他の防災関連施設との情報伝達に必要となる設備（電話回線、パソコン等）を確

保することとする。発災時には非常用電源により、公園利用者の誘導や避難者の誘

導のための放送設備として活用する。 

標識及び情報

提供設備 

〇標識及び情報提供設備は、通常の公園利用情報と併せて災害時の公園の位置づけや

防災関連施設の位置、使い方等を常時表示する。また、災害発生からの時間経過に

伴い、必要な情報を提供する。 

【初動期（発災～3 日程度）】 

・誘導サイン等による避難者の誘導、避難地における情報提供 

【復旧期（3 日～３週間程度）】 

・避難者への情報提供 

【復興期（3 週間以降）】 

・被災者のこころのケア対策としての情報、復興にむけての諸情報の提供 

○標識等の整備にあたっては、「JIS Z 9098 災害種別避難誘導標識システム」や「防

災標識ガイドブック（日本標識工業会発行）」に基づき、災害の種類に応じた避難場所

としての適不適、方向矢印、色、文字書体、文字の大きさに考慮した記載・設置を検討

する。 

  

≪かまどベンチのイメージ≫ ≪ソーラー照明灯のイメージ≫ 
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２）施設整備エリアの緑地計画 

①緑地の整備方針 

施設整備エリアの緑地は、公園緑地

エリアとの関係性や施設整備エリア内に

立地する施設との関係性に考慮して計

画する。 

緑地①は多目的広場との連携、高低

差に配慮するとともに、緑地②はエリア

内での活動や多世代の交流を促す効果

的な緑地空間とする。 

 

 

 

【整備方針】 

緑地①：公園・緑地エリアとの連携、空間の融合に配慮した緑地空間の整備 

緑地②：各施設間の交流を意識した緑地空間の整備 

 

②緑地の整備イメージ 

緑地①：公園・緑地エリアとの連携、空間の融合に配慮した緑地空間の整備 

≪平地として利用≫ 

〇公園・緑地エリアと施設整備エリアの境界に擁壁を整備（高

低差 1.05m）し、平地として利用する。 

〇平地に遊具や休憩施設（東屋・ベンチ）などを設置することに

より、子どもから高齢者まで多世代の交流・レクリエーション

の場として利用する。 

 

≪平地としての利用イメージ≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

≪緑地①から公園・緑地ゾーンへのアクセス≫ 

〇緑地①から公園・緑地エリアへのアクセスは、スロ

ープを設置し、公園・緑地エリアと施設整備エリア

の両エリアからの利用・交流を見込む。 

給食センター
- 食の交流 -
給食センター
- 食の交流 -

公園・緑地
- 地域の交流 -
公園・緑地

- 地域の交流 -
地域福祉センター地域福祉センター

地域活動支援センター地域活動支援センター

市民ふれあいセンター市民ふれあいセンター

～多世代の交流～
～活動の交流～
～多世代の交流～
～活動の交流～

緑地① 緑地② 

15ｍ～20ｍ 
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≪斜面地として利用≫ 

〇公園・緑地エリアと施設整備エリアの高低差（１．０５ｍ）を利

用し、斜面緑地として利用する。 

〇斜面地には植栽等を配置し、平常時は休憩・憩いの場として

の利用を見込むとともに、災害時は施設整備エリアと多目的

広場との間の緩衝帯・防火樹林帯として活用する。 

 

≪斜面地としての利用イメージ≫ 

 

 

 

 

 

 

緑地②：各施設間の交流を意識した緑地空間の整備≪中庭交流パターン≫ 

〇緑地②は、３つ施設の利用者の多世代の交流を促す効果的な緑地空間として、各施設に囲まれた

中庭空間を設置する。 

〇中庭空間には、樹木・芝生による緑地、パーゴラやベンチ等による休憩施設を設置し、憩い・交流

の場としての利用を想定する。 

 

 

 

 

 

 

 

緑地②：各施設間の交流を意識した緑地空間の整備≪緑景観軸交流パターン≫ 

〇公園・緑地エリアとの連携や各施設間の交流に配慮し、公園・緑地エリアからのアクセス軸を設

け、利用者の動線と施設間の交流の場として緑地を配置する。 

〇緑道周辺に樹木やベンチなどの休憩施設を設置し、憩い・交流の場としての利用を想定する。 

 

 

 

 

 

 

 

※緑地②については、施設の規模・配置を踏まえ、必要なパターンを検討する。  
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３）施設整備エリアの駐車場計画 

①既存施設の駐車場ニーズ 

集約を想定している現状の施設の駐車台数及び担当課ヒアリングから各施設の利用状況・駐車場

ニーズを整理する。 

 

【既存施設の駐車場台数】 

施設 駐車台数 備考 

社会福祉センター 70台 公用車 20台＋職員 30台 

生涯学習支援センター ５５台 利用者の 9割は自家用車 

農村環境改善センター ５８台 隣接の JAいとまんは 80台あり、最大 138

台の駐車が可能 

 

【関係施設・機関ヒアリングによる駐車場ニーズ】 

施設 担当課意見 

社会福祉センター 【通常時】 

・公用車 20台（日中は外出多し）＋職員 30台 

・その他の 20～40台で通常時はまかなえている。 

【イベント時】 

・職員駐車場が確保できず、職員の車は別の場所（たまん側の向か

い側）に止める場合もある。 

・多目的グラウンドも使い、駐車場をまかなっている。 

生涯学習支援センター 【通常時】 

・職員は 5名おり、最大で 5台使っている。その他、サークルの利用

者は午前中や 14時～16時に混みあう。 

【イベント時】 

・イベント時は駐車場不足となり、空いている箇所に縦列等で駐車し

ている。 

農村環境改善センター 【乳幼児健診】 

・３歳と１歳６カ月健診では、1回につき 45名程度の来訪者がいる。 

・乳児健診では、1回につき 150名程度の来訪者がいる。現在は時

間予約での健診体制のため大きな混雑はないが、ある程度の駐車

スペースの確保が必要。 

【集団健診】 

・1回につき 120～180名程度の受診者。その他、検診車（レントゲ

ン車など）が２～３台入るスペース、健診関係者（医師や検査技師等）

の駐車スペースの確保も必要。 
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②駐車場必要台数の算定 

駐車場の必要台数は、各施設の 1日当たりの利用台数から、「最大滞留量の近似的計算法」（岡田

光正）により算定した台数を参考に算定する。 

 

【基礎データ】 

◎各施設の 1日当たりの利用状況 

施設  利用者数 備考 平均滞留時間 

社会福祉センター 大ホール

以外 

３１名 令和 4年度の最大利用月

（12月）の 1日平均利用者数

（2,467人）を想定 

2.5時間 

大ホール ６４名 2.5時間 

生涯学習支援センター 72名 令和 4年度の最大利用月

（11月）の 1日平均利用者数

（1,869人）を想定 

2時間 

農村環境改善センター 150名 健診による 1回あたりの受診

者数を想定 

1時間 

※平均滞留時間は、各施設の利用状況から仮定 

◎交通手段分担率 ·········· ９０％  ※現状の利用状況から仮定（ヒアリングより） 

◎集中率 ····················· ３０％  ※最大滞留量の近似的計算法より 

 

【必要駐車台数】 

必要駐車台数＝最大滞留量（台／日）＝1日当たり利用者数×交通分担率×集中率×平均滞留時間 

施 設 算定 

社会福祉センター 大ホール以外 ３１台／日×９０％×30％×2.5 時間＝２１台 

大ホール ６４台／日×９０％×30％×2.5 時間＝４３台 

生涯学習支援センター 72 台／日×９０％×30％×2 時間  ＝３９台 

農村環境改善センター １5０台／日×９０％×30％× 1 時間＝4 １台 

合  計 144台 

 

上記の計算結果から利用者用駐車場台数を 140台程度確保することとする。 

職員用駐車場台数について、現状から 40台程度確保することとする。 

なお、駐車場については、各施設の配置に応じて検討することになるため、実際に確保できる台数は

増減することがある。 
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（７）市民ふれあいゾーンのパターン別の土地利用計画の検討 

前提条件の整理及びエリア別の必要機能の整理を踏まえ、施設整備エリアにおける各施設のゾーニン

グ、緑地との関係性など、市民の交流機能の向上につながる土地利用計画を３案整理する。 

１）Ａ案；中庭交流パターン 

A 案の特徴 ゾーニングの考え方 

【開発スキーム・施設配置】 

〇地域福祉センター・駐車場・緑地が一体的かつ

必要最小限の区域で先行整備が可能 

〇地域活動支援センターを前面道路側に配置す

ることで、開発スキームに則った整備がしやす

い 

【道路アクセス・駐車場】 

〇地域福祉センターの先行整備及び新たな前面

道路との高低差を考慮し、地域福祉センター用

の駐車場を東側に配置する 

〇市民ふれあいセンター、地域活動支援センター

の駐車場は西側に分散配置する（前面道路と

の高低差を考慮した斜路の整備が必要） 

【緑地・景観】 

〇公園・緑地との関係性を考慮し、歩行動線を確

保しつつ、各施設へのアクセスと交流を促す中

庭緑地を設ける 

【防災・多目的利用】 

〇地域福祉センターや市民ふれあいセンターを

中心に周辺施設や公園・緑地と連携した防災

活動・避難活動が可能 

A案：施設と交流空間（緑地）との関係性 
〇３つの施設の中庭に緑地を設け、平時には日常

の交流空間として利用、災害時には、避難活動・

防災活動の場として利用することができる 

〇施設から西側の眺望景観への配慮、中庭緑地と

公園・緑地エリアとの関係性に配慮した歩行空間

の確保 
 

■施設と交流空間（緑地）との関係性 

 

 

 

 

 

 

 

 

土地利用計画（A 案） 

 

 

  

地域福祉 

センター 

地域活動支援センター 

眺
望
景
観 

公
園
・緑
地
エ
リ
ア 

市民ふれ

あいセン

ター 

歩行動線 
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施設配置計画案（A 案） 

 

 

  

歩車分離・安全性 利用者 P とサービス P を分離可能 〇 

更なる交流の促進性 中庭を中心に利用者が滞留できる交流空間。外部に対しても様子が伝わりやすい ◎ 

室内環境の得やすさ 南北に長い建物が２棟生じるため、西日の影響等で環境負荷が高くなりやすい △ 

災害時の防災拠点性 災害ボランティア・福祉避難所・多目的広場・給食センターとの位置関係が良好 〇 

施設の見え方 
軽量鉄骨の地域活動支援センターが外部への正面になるため、見え方に工夫が

必要 

△ 

既存杭への対応 

主に地域福祉センターの位置に既存大杭が残るが、平屋建て程度であれば地盤

改良及び、べた基礎で対応可能と考えられる。設計段階で地盤調査によって必要

な処理の検討を要する 

○ 

駐車場の確保しやすさ 
通り抜け車路が長いため、斜面緑地の一部を活用することで台数確保が可能で

ある 

◎ 

バス停の利用しやすさ 
先行開発地内でのバス停配置を考えると、地域活動支援センターへの距離が比較

的長くなる 

○ 

 

【建物配置にあたり配慮が必要な事項】 

①駐車場は、各開発工期における接道条件等をみ

たすために、東西 2カ所に設ける。西側駐車場

には、道路と宅盤の高低差の処理のために、擁

壁を設ける。 

②先行開発時には、地域福祉センターへは既存敷

地内通路を利用してアプローチを行い、各開発

エリア内で歩車ともに独立して動線計画を満た

す計画とする。 

③利用者の車はサービス用駐車場を経由せずに利

用者駐車場にアプローチできるようにする。歩

行者は、利用者駐車場からそれぞれの建物へ、

利用者動線とサービス動線を明確に分離し、利

用者は利用者ゾーンのみを経由して各建物にア

プロ―チ可能とする。 

④敷地内にコミュニティバスや大型車（防災時）

の乗り入れ可能な計画とする。（大型車乗り入

れゾーンは車路幅を 6.5ｍ、それ以外は 5.0ｍで

計画）。なお、大型車が施設整備エリア内を通

り抜けられる計画とする。 

駐車場 

約●台 

駐車場 

約●台 

駐車場 

約●台 
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２）Ｂ案：緑景観軸交流パターン 

B 案の特徴 ゾーニングの考え方 

【開発スキーム・施設配置】 

〇地域福祉センターと先行整備時に駐車場の間に歩行空

間を設けるため、駐車場から施設への動線確保する必

要がある 

〇地域活動支援センターの整備にあたっては、駐車場を経

由して資材の搬入が必要である 

〇市民ふれあいセンターが前面配置になることで、道路か

らの建築デザインによるシンボル性が確保できる 

【道路アクセス・駐車場】 

〇地域福祉センターの先行整備及び新たな前面道路との

高低差を考慮し、地域福祉センター用の駐車場を東側に

配置する 

〇市民ふれあいセンター、地域活動支援センターの駐車場

は西側に分散配置する（前面道路との高低差を考慮し

た斜路の整備が必要）が、市民ふれあいセンターの配置

によっては、一体的な駐車場の確保も可能 

【緑地・景観】 

〇緑景観軸による公園・緑地エリアとの関係性、西側の景

観を確保しつつ、各施設へのアクセスと交流を促す緑地

空間を設ける 

【防災・多目的利用】 

〇市民ふれあいセンターを前面道路側に配置することで、

日常の多目的利用や災害時の要配慮者の利用がしやす

い 

B案：施設と交流空間（緑地）との 

関係性 
〇緑景観軸の周辺に緑地を設け、平時に

は日常の交流空間として利用、災害時

には、避難活動・防災活動の場として利

用することができる 

〇施設から西側の眺望景観への配慮、東

側の公園・緑地エリアとの関係性・空間

のつながりに配慮し、交流や防災活動

を促す 
 

■施設と交流空間（緑地）との関係性 
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施設配置計画案（B 案） 

 

 

  

歩車分離・安全性 利用者 P とサービス P を分離可能 〇 

更なる交流の促進性 
緑東西軸中心に利用者が滞留できる交流空間。外部へは現しにくいが落ち着いた

雰囲気 

◎ 

室内環境の得やすさ 
3 棟とも南面。夏に直射日光を遮り、冬に日射を得やすいため、環境負荷を低減し

やすい 

◎ 

災害時の防災拠点性 災害ボランティアを中心に、多目的広場・給食センターとの位置関係が良好 〇 

施設の見え方 新築の市民ふれあいセンターが正面となり、魅力あるファサードをつくりやすい ◎ 

既存杭への対応 

主に市民ふれあいセンターの位置に既存大杭が残るが、2 階建て程度であれば地盤改

良及び、べた基礎で対応可能と考えられる。設計段階で地盤調査によって必要な処理

の検討を要する。 

○ 

駐車場の確保しやすさ 通り抜け車路の面積が小さいことから、駐車ますの数を比較的確保しやすい 〇 

バス停の利用しやすさ 
先行開発地内でのバス停設置を考えると地域福祉センターや地域活動支線センタ

ーへの距離が比較的長くなる 

△ 

 

【建物配置にあたり配慮が必要な事項】 

①駐車場は、各開発工期における接道条件等をみ

たすために、東西 2カ所に設ける。西側駐車場

には、道路と宅盤の高低差の処理のために、擁

壁を設ける。 

②先行開発時には、地域福祉センターへは既存敷

地内通路を利用してアプローチを行い、各開発

エリア内で歩車ともに独立して動線計画を満た

す計画とする。 

③利用者の車はサービス用駐車場を経由せずに利

用者駐車場にアプローチできるようにする。歩

行者は、利用者駐車場からそれぞれの建物へ、

利用者動線とサービス動線を明確に分離し、利

用者は利用者ゾーンのみを経由して各建物にア

プロ―チ可能とする。 

④敷地内にコミュニティバスや大型車（防災時）

の乗り入れ可能な計画とする。（大型車乗り入

れゾーンは車路幅を 6.5ｍ、それ以外は 5.0ｍ

で計画）。なお、大型車が施設整備エリア内を

通り抜けられる計画とする。 

駐車場 

約●台 

駐車場 

約●台 

駐車場 

約●台 
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３）Ｃ案：施設連携・交流パターン 

C 案の特徴 ゾーニングの考え方 

【開発スキーム・施設配置】 

〇地域福祉センター・駐車場の一体的な先行整備が可能 

○各施設を近接して配置し、デッキや渡り廊下を設ける

ことで、施設間の連携・移動・交流することが可能であ

る。 

【道路アクセス・駐車場】 

〇地域福祉センターの先行整備及び新たな前面道路との

高低差を考慮し、地域福祉センター用の駐車場を東側

に配置する。 

○市民ふれあいセンター、地域活動支援センターの駐車

場も前面道路側に配置し、先行整備予定の地域福祉セ

ンター用の駐車場と一体的でまとまった駐車場を確保

する。 

○一般駐車場と施設西側のサービス駐車場の動線・出入

り口を明確に分けることができる。 

〇一般駐車場の中央部とサービス駐車場の出入口は、前

面道路との高低差を考慮した斜路の整備が必要とな

る。 

【緑地・景観】 

〇屋外の交流空間を設けることができないが、施設間の

連携・交流を促し、西側施設からの景観を確保する。 

【防災・多目的利用】 

〇地域福祉センターと市民ふれあいセンターを隣接して

配置することで、先行的に一体的な施設整備や災害時

の施設連携が可能。 

C案：施設と交流空間（緑地）との 

関係性 
〇公園・緑地エリアから歩行者動線を設

け、各施設へのアクセスを可能とする。 

〇駐車場との関係から、屋外での空間的な

交流の場を設けることはできないが、施

設間の連携により、屋内での交流を促

す。 
 

■施設と交流空間（緑地）との関係性 

 

 

 

 

 

 

 

土地利用計画（C 案） 
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施設配置計画案（C 案） 

 

 

  

歩車分離・安全性 利用者 P とサービス P を明確に分離可能 ◎ 

更なる交流の促進性 
各施設からのアプローチは困難であるが、東側の緑地を交流スペースとして活用

可能 

〇 

室内環境の得やすさ 
地域活動支援センターが南北に長く、西日の影響等で、環境負荷が高くなりやす

い 

△ 

災害時の防災拠点性 
中央駐車場中心に３施設と連携がとりやすく、多目的広場・給食ｾﾝﾀｰとの位置関

係が良好 

◎ 

施設の見え方 
軽量鉄骨の地域活動支援センターが最も目立つ位置になるため、見え方に工夫が

必要 

△ 

既存杭への対応 
新設建物の位置に既存大杭が残らないため、不動沈下の恐れが小さい。設計段階

で地盤調査によって必要な処理の検討を要する。 

◎ 

駐車場の確保しやすさ 通り抜け車路の面積が小さいことから、駐車ますの数を比較的確保しやすい 〇 

バス停の利用しやすさ 各施設へのほぼ中央にバス停を設置できる ◎ 

 

【建物配置にあたり配慮が必要な事項】 

①駐車場は、各開発工期における接道条件等をみた

すために、施設整備エリア内には東西 2 カ所に設

ける。西側駐車場には、道路と宅盤の高低差の処

理のために、擁壁を設ける。 

②先行開発時には、地域福祉センターへは既存敷地

内通路を利用してアプローチを行い、各開発エリ

ア内で歩車ともに独立して動線計画を満たす計画

とする。 

③利用者の車はサービス用駐車場を経由せずに利用

者駐車場にアプローチできるようにする。歩行者

は、利用者駐車場からそれぞれの建物へ、利用者

動線とサービス動線を明確に分離し、利用者は利

用者ゾーンのみを経由して各建物にアプロ―チ可

能とする。 

④敷地内にコミュニティバスや大型車（防災時）の

乗り入れ可能な計画とする。（大型車乗り入れゾ

ーンは車路幅を 6.5ｍ、それ以外は 5.0ｍで計

画）。なお、大型車が施設整備エリア内を通り抜

けられる計画とする。 

駐車場 

約●台 

駐車場 

約●台 

駐車場 

約●台 
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（８）市民ふれあいゾーンの土地利用計画 

前項で検討した３つのパターン（Ａ案：中庭交流パターン、Ｂ案：緑景観軸交流パターン、Ｃ案：施設連

携・交流パターン）のうち、駐車スペース及び車・バス動線を確保しやすいＣ案：施設連携・交流パター

ンを採用し、一部、Ｂ案：緑景観軸交流パターンの考え方（多目的広場からの動線と施設間の交流空間

を設ける）を加味した計画とする。 

 

１）配置計画・動線計画 

【施設の配置・動線計画】 

○地域福祉センターを駐車場・バス停を含めて先行整備が可能な配置とする。 

○各施設を近接して配置し、施設間の連携・移動・交流することが可能な配置とする。 

○３施設とも東西方向に配置し、環境負荷が低減できる施設配置とする。 

○地域福祉センターと市民ふれあいセンターを隣接して配置することで、先行的に一体的な施設整備

を可能とするとともに、平時の施設の円滑な維持管理及び、災害時の施設連携が可能な配置とす

る。 

〇地域福祉センターと市民ふれあいセンター整備後に、学校施設の仮設校舎の移築による地域活動

支援センターの整備を想定した配置とする。 

 

【緑地の配置・動線計画】 

〇多目的広場から各施設への歩行動線を確保し、各施設のアクセス及び施設間の交流を促す緑地

を確保する。 

○市民ふれあいセンターと地域活動支援センターの交流・緑地空間を設け、西側施設からの景観を

確保する。 

〇公園・緑地エリアと施設整備エリアの境界に擁壁を整備（高低差 1.05m）し、平地として利用する。 

〇平地に遊具や休憩施設（東屋・ベンチ）などを設置することにより、子どもから高齢者まで多世代の

交流・レクリエーションの場として利用する。 

 

≪平地としての利用イメージ≫ 

 

 

 

 

 

 

【調整池・排水の配置計画】 

〇対象地区敷地内の雨水排水は、南側が水路の流末となるため、公共用地内に浸透施設が設置され

ることを想定し、公園・緑地エリアと施設整備エリアの南西端には施設を配置しない計画とする。 

  

15ｍ～20ｍ 
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２）交通・駐車場計画 

【交通計画】 

○前面道路からのアクセスは、高低差を考慮した位置に２か所設ける。 

〇公共交通として、コミュニティバス（デマンドバス いとちゃんmini）のバス停留所を施設に近接して

設置する。 

 

【駐車場計画】 

〇地域福祉センターの先行整備及び新たな前面道路との高低差を考慮し、地域福祉センター用の駐

車場を東側に配置する。 

○市民ふれあいセンター、地域活動支援センターの駐車場も前面道路側に配置し、先行整備予定の

地域福祉センター用の駐車場と一体的でまとまった駐車場を確保する。 

○各駐車スペースの確保台数、計画の考え方は以下の通りである。 

種別 計画 

小型車 ・利用者用として中央駐車場に一体的に計画し、３施設の利用者を合わせ

て１76区画（うち身障者用６区画）程度を計画する 

・一般利用者用とサービス用のスペース・動線は分け、搬入・サービス用とし

て４3区画程度を計画する 

 身障者用 ・各施設に近接する位置に、各２区画（合計６区画）程度を計画する 

バス停留所 ・コミュニティバスのバス停留所は、地域福祉センター先行整備を想定する

エリア内に設置し、市民ふれあいセンターや地域活動支援センターの利用

者の利用しやすい位置に計画する 

 

３）造成計画 

〇造成計画については、造成に係る課題への対応や現況の地形・地盤高を条件とし、盛土量をできる

だけ抑え、効率的・経済的な造成のあり方（具体的な宅盤高や道路高・縦断勾配等の設定）につい

て検討する。 

○施設整備エリアと公園・広場エリアにおいては、平常時のレクリエーション・交流機能としての連携、

災害時の防災・避難機能としての連携が必要であるため、できる限り高低差を抑える（宅盤高さ：施

設整備エリア＝15.80m、公園・広場エリア＝16.85m）。 
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■市民ふれあいゾーンの土地利用計画 
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（９）市民ふれあいゾーンの防災計画・避難計画 

○市民ふれあいゾーンは、災害時には救護活動や避難活動の拠点としての役割を担う。 

○災害直後から、緊急時、応急時、復旧・復興時のフェーズに応じて、それぞれのエリア・施設ごと及

び連携しながら防災活動・避難活動を行うこととなる。 

○また、周辺に立地する予定の企業とも連携しながら、事前に予防活動が求められる。 

○市民ふれあいゾーンの各エリア・施設の災害時の役割を以下に整理する。 

 

エリア・施設 防災・避難計画 

給食センターエリア 【緊急～応急時】 

・指定緊急避難場所となっている多目的広場や福祉避難所の避難者、

周辺地域の被災者への食の提供を行う拠点としての役割を担う。 

公園・緑地エリア 【緊急時】 

・多目的広場は指定緊急避難場所に指定されており、周辺地域や企業

従業者等の 4,300～8,600人の緊急避難を想定する。 

【応急時】 

・救護活動及び二次的な避難活動の場として、医療・救護、応急物資・

救援物資輸送、復旧機材・資材輸送、情報収集等の役割を担い、緊急

車両や給水トレーラーの進入を想定する。 

・防災機能を有する公園としての貯水機能、非常用トイレ、テント野営等

により、一時的な避難生活の場としての役割を担う。 

・多目的運動場の避難者受入可能人数及び施設内容の想定 

災害時、多目的運動場に受入可能な避難者数及び整備を検討する防

災施設を整理する。なお、本計画時点での想定であり、災害の種別・

規模・被害状況により異なる。 

▶ 受入可能人数：565人 ※車中泊者含む 

▶ 非常用トイレ：６～12穴 

▶ 耐震性貯水槽：66㎥～126㎥ 

▶ かまどベンチ：３台 

▶ 避難用テント：35張 

【復旧・復興時】 

・応急仮設等の設置により、住宅再建までの生活の場としての役割を担

い、復興に向けての避難者への諸情報の提供の場となる。 

施設整備エリア 【緊急～応急時】 

・地域福祉センターは、災害ボランティアの拠点として、他の防災拠点施

設と連携しながら、支援・活動情報の一元化を行う。 

【応急時】 

・市民ふれあいセンターは、災害時には福祉避難所として、要配慮者

（高齢者・障がい者や妊産婦等）の優先的な受け入れを行う。 

【復旧・復興時】 

・被災者のこころのケアに関する支援・情報提供や日常のコミュニティを

取り戻す場としての役割を担う。 
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４．糸満市地域福祉センター整備基本計画 

（１）施設整備方針 

方針１ 多世代の交流を促進する福祉拠点 

○多世代の交流をうむ外部空間を設けることを検討し、整備施設を有機的につなぐ施設計画とする。 

○建物の間を交流促進系空間として植栽やファーニチャーで有機的につなぐようにし、建物内部でも、

外部の緑地などの周辺環境を積極的に取入れ、利用者が憩える開放的な空間計画とする。 

○建物内部では、来館者空間の中央や出入り口近くに、ラウンジ・ロビースペースなどの交流を促進で

きる空間を積極的に計画する。 

〇北側に外部交流空間や利用者駐車場・南側にサービス駐車場が位置するため、ラウンジやエントラン

スなどの利用者滞留空間は北側エントランス側とする。開口部を大きく設けるなど、外部と空間の繋

がりをもたせることで、明るく開放的な空間となるように計画する。 

 

方針２ 誰もが安心して利用できる安全性、利便性の高い福祉施設 

○建物外部では、利用者や車いす使用者が安全に利用できる歩車分離した動線計画とする。 

○建物内外で、段差の解消、スロープの設置、手すりや誘導装置の設置、バリアフリートイレの設置など

施設のバリアフリー化を図る。 

○建物内外の案内や誘導表示には直感的にわかりやすいピクトグラムを用いるほか、やさしい日本語

等で表記するなど、誰もが使いやすいユニバーサルデザインを取り入れたサイン計画とする。 

○建物内部では、利用者動線と職員管理者動線を適切に分離しながら、職員が執務にあたり連携の取

りやすい配置とし、主出入口近くの事務室から職員等が施設を管理できる安全性の高い配置とする

ほか、団体の利用のしやすさに配慮した自由度の高い各室計画とする。 

 

方針３ 災害に強く、自らが被災しない地域の安心・安全を支える施設配置 

○万一の浸水や大地震など、あらゆる災害に備えた施設とする。 

○施設が大地震時に倒壊しないだけでなく、最低限の損傷に抑えることで、大地震直後から災害対応

拠点として機能維持できる構造計画とする。 

○万一の浸水時でも屋上を活用した避難行動が行えるようにするほか、設備面においてもサーバーや

受変電設備、非常用発電設備等は浸水しない配置とする。 

○電力供給途絶時、上水道途絶時でも施設機能が一定期間維持可能な設備計画とし、備蓄した雑用

水等でトイレ等の利用が可能となる機器を検討する。 

 

方針４ 災害時においても「災害ボランティアセンター」として有効に機能するフェーズフリー施設 

○災害時には「災害ボランティアセンター」として容易に転用できる施設として計画する。 

○災害ボランティアセンターは、災害時に災害ボランティア等が参集する活動拠点として、災害時の各

室の利用についても配慮したものとする。必要な室やＯＡ環境の整備に加え、物資の仕分け・保管を

行えるような災害時の動線とし、情報収集と迅速かつ的確な災害ボランティア活動の拠点機能や応

援職員の待機機能を集約して配置する。 

○デスクの仕様やキャビネット配置の工夫により、平時・災害時に什器を大きく移動することなく対応で

きるユニバーサルレイアウトの導入を検討する。 
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方針５ 機能的・経済的で環境にやさしい施設 

○各施設の機能的配置と関連性の強い部門の近接配置を図り、来館者ゾーン、管理者ゾーンなど段階

的なゾーニングに基づく連携しやすい平面計画とする。 

○必要諸室を精査し、合理的なプランニングによる廊下等の縮減、現状の団体活動や社協の活動等の

集約・効率的利用などにより、できるだけコンパクトに計画し建設コストの縮減を図る。 

○建物の規模、必要な空間構成、全体的なコストバランスにより最適な構造種別を選択する。 

○費用対効果を考慮した上で、長寿命で耐久性の高い構造計画とするほか、維持管理しやすく汎用

性、防汚性が高い内外装材の選択を行うことで、メンテナンスコストの低減を図る。 

○自然採光や自然通風を積極的に行うほか、比較的降雨量が多いこの地域の雨水を集水して、トイレ

洗浄水や植栽の散水へ活用するなど糸満市特有の自然環境を積極的に活用する。屋上や駐車場駐

車ますに太陽光発電パネルや蓄電池を設置し、館内電力としての利用を検討する。 

○ZEBの導入も検討し、様々な省エネルギー技術を導入することで、快適な室内環境を実現しなが

ら、消費エネルギー量の削減を図る。 

○空調熱源方式は、効率性、操作性、メンテナンス性など多くの観点で比較しながら計画し、空調エネ

ルギー消費量の抑制を図る。 

 

（２）地域福祉センターの導入機能の考え方 

平時利用と災害時利用を想定し、次の考え方に基づき整備する。 

 

平時 地域福祉のかなめとなる地域活動拠点 

・地域福祉センターは、社会福祉協議会の事務室や各種相談対応、必要な研修や会議を行えるほか、ボ

ランティアの活動等を行う。 

・玄関や廊下にボランティア活動室と一体的に利用できるラウンジスペースや、内外で一体的に利用で

きる空間を設ける。 

・物資や資機材のほか、提供された食料品を保管する十分な収納倉庫を設置する。 

 

災害時 災害ボランティアセンターの設置、運営拠点 

・災害時には「災害ボランティアセンター」の活動拠点として活用する。 

・災害ボランティアセンターは、災害ボランティア等の活動拠点であり、大研修室を「ボランティア拠点室」

として活用するほか、会議室や相談室等を「災害ボランティア研修室」「ボランティア待機室」「応援職員

待機室」として活用する。 

・事務室は「災害ボランティアセンター」として活用するため、可変性の高い什器配置、仮設の生活環境、

女性職員の生活環境、プライバシーに配慮した設備を設ける。 

・必要なＯＡ環境等を整備するほか災害情報の収集や防災関係機関との連携活動がスムーズに行うこ

とができる通信環境等を整備する。 

・大規模災害時においても、初期復旧のひとつの目安である 72時間の自立した活動を継続できるよう

に非常用自家発電設備等の設置を検討する。 
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（３）現行施設の課題とその対応 

整備予定の地域福祉センターに集約を図る現行施設（社会福祉センター）について、施設の抱える課題

を、利用団体アンケート結果、関係課ヒアリング、シンポジウムを踏まえて、以下に整理する。 

 

■社会福祉センター 

 主な課題 課題に対する必要な対応 

A アプロー

チ 

・建物へのアプローチがバリアフリーとなって

おらず、車いす利用者が円滑に移動できな

い。 

〇メインアプローチは、利用者・身障

者駐車場からアクセスのいい位置と

し、管理サービスアプローチと明確

に分離する。 

B エントラ

ンス 

2 階のホー

ルなど 

・外部と各室をつなぎ、各室と各室をつなぐ共

用空間であるエントランスホールや 2 階ホー

ル等が、催しの休憩や車のお迎え待ちの時間

に、会話をしたりくつろいだりできるとして交

流時間に「溜まりの空間」として使用されてい

るのに、暗くて空調の利かない空間となって

おり、快適な交流場所となっていない。 

〇交流促進の空間として、「ボランテ

ィア活動室」や「ラウンジ」を、一

体的に利用できる計画とし、外部交

流空間とも連動した、多世代のさま

ざまな交流活動を誘発する場所とす

る。また、外部との一体的利用も検

討する。 

C 倉庫 ・倉庫面積が不足しているため既存倉庫には

収まりきらず、廊下や事務室に積まれた状態

になっている。また、どれが不必要な備品な

のかが管理されていないものがあるため、収

納すべき備品の全体像が分からない。 

・ただし、車いす置き場や福祉機器などの収納

物は今後さらに増える可能性がある。 

・地域デイ等の頻繁な出し入れに対して、倉庫

までの距離が長い。 

〇備品庫は、出入り口や事務室から利

用しやすい位置に複数設ける。 

D 食料庫 

（介護保険

事業所） 

・空調の必要な食糧庫がなく、介護保険所の冷

房を利用して食料の保管を行っており、食料

管理・衛生管理上、好ましくない。また冷房効

率も低い。 

〇専用の食料庫を設け、団体からの食

料提供を受ける際利用しやすい位置

とする。 

E 会議室 ・利用人数に対して会議室面積が狭く利用しづ

らい。 

〇利用状況に応じた部屋面積とする。 

F 相談機能 ・相談業務にあたる室が現状 1 室であり、不足

している。 

〇プライバシーに配慮した相談室を、

事務室に近接して複数設ける。 
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（４）施設への導入機能の検討 

平時利用と災害時利用を想定し、導入機能、設置方針、導入規模を、団体アンケート・各課ヒアリング・シ

ンポジウム意見を反映して以下の考え方で整理する。 

なお、設置方針の中に「■」で表示した項目は、利用団体アンケート結果、関係課ヒアリング、シンポジウム

の意見において複数の意見がみられる等、重要度の高い事項として集約、整理したものであり、「□」で表示

した項目は、交流促進性、安全性、利便性、環境対応、まちづくりへの波及性などを検討し整理したものであ

る。 

 

【導入機能と設置方針の考え方】 

○現行施設にて実施している団体活動や社協の活動、イベント等を引き続き実施できるように効率的に集

約を行う。 

○交流促進性、安全性、利便性、環境対応、まちづくりへの波及性などを検討して必要な機能を計画する。 

○災害時の機能については、平時の機能の性質から、災害時への容易な転用を想定できる機能を計画す

る。 

 

【導入規模の考え方】 

○現行の福祉施設の規模を参考に、現在実施している団体活動や社協の活動、イベント等を引き続き実

施できるように、稼働率を高めながら効率的に集約を行うことでできるだけコンパクトに計画する。 

○国土交通省新営一般庁舎面積算定基準に記載のある機能については、基準に準じた規模を、将来のニ

ーズや拡張予定などに配慮して計画する。（★）印の記述は、同種の室に機能における国土交通省新営

一般庁舎面積算定基準の考え方によるものである。 

○規模については、地域福祉センターとしての機能を維持することを前提とし、建築コスト及びランニング

コストを抑制する観点から、今後の基本・実施設計を進めていく中で、詳細な諸室面積を算定する。 

 

① 大研修室 

平時には地域福祉センター大研修室として、講演会等が行える室として設ける。災害時には災害ボラン

ティアセンターの災害ボランティア拠点室として使用できる室として設ける。 

〇機能 

地域福祉機能 大研修室（講演会等が行える室） 

災害時機能 災害ボランティアセンター 災害ボランティア拠点室 

〇関連する現行施設の機能 

現行社会福祉センター 2 階研修室 

〇想定面積 

・現行社会福祉センター2 階研修室（101.7 ㎡）と同等程度以上を確保する。 

・糸満市庁舎 3-C 会議室と同等規模を確保する。 

〇機能設置方針 

■講演会等が行える室として設けるできる 

□間仕切りができ、小規模から大規模な会議室に可変できる 

□災害ボランティア拠点室として必要な OA環境等を整備するほか災害情報の収集や防災関係

機関との連携活動がスムーズに行うことができる通信設備、庁内放送スピーカ、内線電話

を設置する 

□災害ボランティアボランティア研修室と近接して設ける 

□屋外から直接アクセスが可能とする 
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② 小会議室 

平時には地域福祉センター小会議室として、説明会、小規模会議で使用できる室として設ける。災害時

には災害ボランティアセンターの災害ボランティア研修室として使用できる室として設ける。 

〇機能 

地域福祉機能 小会議室（説明会、小規模会議で使用できる室） 

災害時機能 災害ボランティアセンター 災害ボランティア研修室 

〇関連する現行施設の機能 

現行社会福祉センター  

2 階 会議室-1（30.2㎡）、会議室-2（14.1 ㎡）、会議室-3（13.9 ㎡） 

〇想定面積 

・糸満市庁舎 3-a,b 会議室程度を確保する。 

・講義形式では 24 名程度収容。会議形式（ロの字型）では 17 名程度収容を想定する。 

（会議室の設置基準面積は職員数 100 人までは計 40 ㎡である。ただし適宜必要に応じて別

途計上することとされている。（★）） 

（一般的に会議室は 2～3 ㎡／人とされる。） 

〇関連する現行施設の機能 

■説明会、小規模会議で使用する。 

■通信環境を整備する。 

□大研修室に近接して設ける。 

□間仕切りができ、室の大きさを可変できるようにする。 

 

③ 相談室（２室） 

平時には地域福祉センター相談室として、貸付相談、オンライン会議、打合せに使用する室として２室設

ける。災害時には災害ボランティアセンターの応援職員待機室として使用できる室として設ける。 

〇機能 

地域福祉機能 相談室（貸付相談、オンライン会議、打合せに使用する室） 

災害時機能 災害ボランティアセンター 応援職員待機室 

〇関連する現行施設の機能 

現行社会福祉センター １階相談室（14.4 ㎡）（１室のみ） 

〇想定面積 

・1 名～6 名程度の使用を想定する。 

・6 名対面で会議可能な広さとして２室設ける（一般的に会議室は 2～3 ㎡／人とされる）。 

〇機能設置方針 

■貸付相談、オンライン会議、打合せに使用する。 

■事務室に近接して設ける。 

□災害情報の収集や防災関係機関との連携活動がスムーズに行うことができる通信設備、庁

内放送スピーカ、内線電話を設置する。 

□相談室のうち 1 室を、感染対策に配慮した機能・設備を導入し、外部から直接アクセス可

能とする（ゾーニングを適切に計画し、衛生面、空調設備、耐水性、耐薬品性等に配慮を

行う）。 

□折り畳みテーブルを配置する。 
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④ 事務室 

平時には地域福祉センター事務室として、社会福祉協議会の職員が執務を行う室として設ける。災害

時には災害ボランティアセンターとして使用できる室として設ける。 

〇機能 

地域福祉機能 事務室（社会福祉協議会） 

災害時機能 災害ボランティアセンター 

〇関連する現行施設の機能 

現行社会福祉センター 1 階事務室（224.6 ㎡）（応接室・給湯室含む） 

〇想定面積 

・職員数は 60 名を想定する。 

・会長執務スペース（4㎡）、応接室スペース（応接、両袖机を配置）（12 ㎡）、給湯室を

別途設ける。 

（事務室の設置基準面積は 3.63（㎡/人）×人数である。（★）） 

（給湯室の設置基準面積は 6.5 ㎡×1箇所である。（★）） 

 

〇機能設置方針 

■将来の職員数に応じた規模を確保し、拡張性と汎用性を持った空間とする。 

■執務環境は業務効率を踏まえた機能的なレイアウトとし、高度情報化へ対応可能な OA環境

等を整備する。 

■来館者に対して開かれた空間としながらも、プライバシーに配慮した来館者対応機能（応

接スペース、またはオープンカウンター）を設置する。 

■ボランティア活動室、相談室を近接して設ける。 

□災害時は 24時間対応となり、施設内で多くの時間を過ごすことも想定されるため、仮設の

生活環境、女性職員の生活環境、プライバシーに配慮した機能をストックする。 

□可動間仕切りなどにより災害時に災害ボランティア等に柔軟に対応することが可能な計画

とする。 

□災害ボランティアセンターとして必要な OA環境等を整備するほか災害情報の収集や防災関

係機関との連携活動がスムーズに行うことができる通信環境を整える。 

□デスクには引き出しは設けず、移動式のキャビネットとするなど、可変性の高い什器計画

とする。 

□防災行政無線置場を設置する。 

□屋外からも直接アクセスが可能とする。 

□会長執務室を設ける（両袖机を配置、応接スペースを設ける）。 

□給湯室を設ける。 

 

⑤ ボランティア活動室 

平時には地域福祉センターのボランティア活動室として設ける。災害時には災害ボランティアセンターの

災害ボランティア待機室に使用できる室として設ける。 

〇機能 

地域福祉機能 ボランティア活動室 

災害時機能 災害ボランティア待機室 

〇関連する現行施設の機能 

現行社会福祉センター 2 階 老人憩いの室（94.4㎡） 

〇想定面積 

・適宜計画するものとする。 

・ラウンジスペースと一体として使用できる計画とし、一体として交流や憩いを促進し、利

便性を確保できる規模とする。 
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〇機能設置方針 

■事務室・相談室を近接して設ける。 

□ラウンジスペースと一体利用できる計画とし、施設内での交流を促進できるようにする。 

□外部と一体利用できる計画とする。 

□災害情報の収集や防災関係機関との連携活動がスムーズに行える通信設備、庁内放送スピ

ーカ、内線電話を設置する。 

 

⑥ 防災倉庫 

災害ボランティアセンターの運営や活動、災害資機材の備蓄、訓練に必要な備品の確保を行う倉庫とし

て設ける。 

〇機能 

地域福祉機能 備品倉庫（災害訓練に必要な食料や備品の確保） 

災害時機能 防災倉庫（災害資機材の備蓄） 

〇関連する現行施設の機能 

現行社会福祉センター 別棟食料庫（介護保険事務所跡建屋を使用）71.0㎡ 

〇想定面積 

・災害ボランティアセンター運営や活動等に必要な備蓄食料、備品、資機材の保管場所とし

て 150 ㎡程度とする。 

〇機能設置方針 

□災害ボランティアセンター運営や活動、災害資機材の備蓄、訓練に必要な備品の確保を行

う。 

□災害時に安全に取り出しやすいように、収納棚の配置や構造に配慮する。 

■備蓄食料保管場所を他保管物とは区画して設け、食料提供を受ける際利用しやすい位置と

する食料の保管に適した空調等の計画とする。 

■備品保管場所についても区画を設ける。 

 

⑦ 備品庫 

地域福祉センターの備品庫として設ける。 

〇機能 

地域福祉機能 備品庫（地域福祉センターの備品を収納する） 

災害時機能 - 

〇関連する現行施設の機能 

現行社会福祉センター 1 階倉庫（階段下）（13.0㎡） 

現行社会福祉センター 1 階倉庫（浴室）-1（21.3㎡） 

現行社会福祉センター 1 階倉庫（浴室）-2（15.4㎡） 

現行社会福祉センター 1 階倉庫・給湯室（18.0㎡）（書庫 3.32㎡含む） 

現行社会福祉センター 2 階倉庫・給湯室（16.7㎡） 

〇想定面積 

・防災資機材等について防災倉庫への収納を検討し、今後の拡張性に配慮して設定する。 

（倉庫の設置基準面積は事務所面積×13%である。（★）） 

〇機能設置方針 

■出入り口や事務室から利用しやすい位置に設ける。 

■災害ボランティアセンターに必要な備品は、防災倉庫も利用して分散して設ける。  
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⑧ 書庫 

地域福祉センターの書類等を保管する書庫として設ける。 

〇機能 

地域福祉機能 書庫（地域福祉センターの書類等を保管する） 

災害時機能 - 

〇関連する現行施設の機能 

現行社会福祉センター 1 階倉庫・給湯室の一部を使用（書庫部分 3.32㎡） 

〇想定面積 

・電子化を想定するが、将来を見越した収納力の確保を検討する。 

〇機能設置方針 

□移動書架を設置する。 

 

⑨ 設備スペース 

大規模災害時においても、初期復旧のひとつの目安である 72時間の自立した活動を継続できるよう

に非常用自家発電設備等の設置を検討する。 

〇機能 

地域福祉機能 
設備スペース  

災害時機能 

〇関連する現行施設の機能 

現行社会福祉センター 2 階設備スペース（電気・ﾎﾞｲﾗｰ）（37.9 ㎡） 

現行社会福祉センター 別棟ブロア室（設備機械室）（8.6㎡） 

〇想定面積 

・屋上・屋外の活用と併せて適切に計画する（設備機械室は通常、延床面積の 5～10％程度

とされる）。 

〇機能設置方針 

■浸水被害を確実に回避するべき非常用自家発電設備は、平時のメンテナンスしやすさにも

配慮して、屋上・屋外への設置も検討し適切に計画する。 

□屋上や屋外の利用も検討し非常用自家発電設備の更新スペース、太陽光パネルを設置する 

□汚水処理については敷地内に合併浄化槽を設けて対応する。 
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⑩ 男女便所・バリアフリートイレ 

男女用便所と併せて、高齢者や障がい者などの誰もが利用しやすいバリアフリートイレを設ける。 

〇機能 

地域福祉機能 
男女便所・バリアフリートイレ 

災害時機能 

〇関連する現行施設の機能 

現行社会福祉センター 1 階便所（男女便所・身障者トイレ）28.8 ㎡  

現行社会福祉センター 2 階便所（男女便所・身障者トイレ）28.8 ㎡  

〇想定面積 

・公共庁舎における便所の設置基準面積は職員数 100 人につき 40 ㎡とされる。（★） 

・ただし福祉施設という特性を鑑み、適切な数の便房数・面積を確保する。 

・バリアフリートイレは 1 ブースを設ける。 

〇機能設置方針 

■便所は、来庁者が利用しやすい位置に設置する。 

■バリアフリーに配慮する。 

□災害時の利用に適したものを設置する。 

□自動センサーライト・節水型水栓など環境配慮機器の採用を検討する。 

 

⑪ ラウンジスペース 

エントランスホールに面した共用部に交流や憩いの場となるラウンジスペースを設ける。平時・災害時と

も、ボランティア活動室と一体利用できる計画として、更なる交流を促進できるようにする。 

〇機能 

地域福祉機能 ラウンジスペース（交流・憩いの場） 

災害時機能 災害ボランティア待機室 

 

〇関連する現行施設の機能 

現行社会福祉センター 1 階玄関 

〇想定面積 

・適宜計画するものとする。 

・ボランティア活動室と一体として使用できる計画とし、一体として交流や憩いを促進し、

利便性を確保できる規模とする。 

〇機能設置方針 

□エントランスホールに隣接して設ける。 

□ソファーを置けるスペースと畳の小上がりを設置する。 

□ボランティア活動室と一体利用できる計画とし、施設内での交流を促進する。 

□テレビを設置するなどくつろげる空間とし、自動販売機コーナーを設ける。 
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⑫ 共用部（エントランスホール・廊下） 

共用部のエントランスホール・廊下は、福祉施設としての利用しやすさ、管理しやすさに配慮して、交流

や憩いの場となるラウンジスペースと一体として設ける。 

〇機能 

地域福祉機能 エントランスホール・廊下 

災害時機能 - 

〇関連する現行施設の機能 

現行社会福祉センター 1 階玄関 

〇想定面積 

・適宜計画するものとする。 

・共用部の設置基準面積は諸室合計面積の 35％である。（★） 

（※ただし、計画する階数によって増減する。） 

〇機能設置方針 

□交流促進の空間として、「ボランティア活動室」や「ラウンジ」と、一体的に利用できる

計画とし、外部交流空間とも連動した、多世代のさまざまな交流活動を誘発する場所とす

る。 

□メインアプローチは、外部交流空間側からとして、駐車場・身障者駐車場からアクセスの

いい位置とする。 

□管理サービス出入口は、搬入・サービス用駐車場側からとし、メインアプローチと明確に

分離する。 

 

⑬ ピロティ（外部空間） 

大型車両が出入りすることができるピロティ（屋根下の外部空間）を設け、災害時の防災倉庫への物資

搬入・荷捌き、災害ボランティアセンター設置時の資機材の貸出場所等として使用できるようにする。 

〇機能 

地域福祉機能 - 

災害時機能 防災倉庫への物資搬入・荷捌き、資機材場 

〇関連する現行施設の機能 

- 

〇想定面積 

・適宜計画するものとする。 

・車両横付けによる防災倉庫への物資搬入や荷捌き、資機材貸出場所等として円滑に機能す

る面積を確保する。 

〇機能設置方針 

□建物の廊下から出入りできる位置に設ける。 

□車両横付けによる防災倉庫への物資搬入や荷捌き、資機材貸出場所等として使用できるよ

うに、動線を配慮する。 

□小型～中型トラック（幅 2.5m、長さ 4.5～8.2m）が横付けするための車路幅 5.5ｍ（最少

で 5.0ｍ）を確保したうえで、物資搬入・荷捌き、資機材貸出場所等として機能する幅員

として幅 6.0ｍ程度の確保を検討する。 
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（５）建物規模と階層計画 

施設への導入機能にて示した、地域福祉センターに必要な機能の規模を合計すると、平屋建ての場合

で概算 900～950㎡程度、2階建ての場合で概算 1,000～1,050㎡程度となる。（防災倉庫を含む。

ピロティは含まない。） 

階層は平屋建てまたは２階建てが想定され、それぞれの必要な面積と特徴を以下に示す。利用しやす

さなど総合的に検討を行った結果、平屋建てを基本として検討を進めるものとし、基本設計での詳細検討

によって決定するものとする。 

 

■建物を平屋建て及び２階建てとした場合の比較 

 平屋建て ２階建て 

階層 

イメージ 

  

必要な 

延床面積 

 

１階 900～950 ㎡程度 

２階  450㎡程度 

１階  550～600 ㎡程度 

建築面積 
（投影面積） 

900～950 ㎡程度 

1,050～1,100 ㎡程度（ピロティ含む） 

550～600 ㎡程度 

600～750 ㎡程度（ピロティ含む） 

利用者動線 

・１階に集約でき、垂直移動が生じない

ため、安全に移動しやすい。 

・建築面積が広くなるため、歩行距離は

長くなる。 

・垂直移動が生じるため、利用者が足を

踏み外すなどのリスクがある。 

・建築面積が狭くなるため、歩行距離は

短くなる。 

コスト 

・建築面積が広いため、基礎の施工範囲

が広いため、基礎部分のコストが高く

なる。 

・柱・梁の構造体のコストは安くなる。 

・イニシャルコストは割高になりやす

い。 

・ランニングコストは圧縮しやすい。 

・建築面積が狭いため、基礎の施工範囲

が狭いため、基礎部分のコストは安く

なる。 

・柱・梁の構造体のコストは高くなる。 

・イニシャルコストは圧縮しやすい。 

・ランニングコストは割高になりやす

い。 

特徴 

・移動が水平移動であり、移動が容易。

またバリアフリー性を確保しやすい。 

・コミュニケーションがとりやすく、管

理しやすい。 

・外部に面する部分が少なく、建物の中

央付近では採光を確保しにくい部屋が

生じやすい。 

・階段がなく、共用部分の面積が小さく

することができ、空間を有効利用でき

る。 

・地震や台風に対する耐性が高い。 

・建築面積がコンパクトとなるため、外

部空間に余裕があり、交流促進空間や

駐車場マス数を大きく確保することが

できる。 

・外部に面する部分が大きく、採光面で

有利であり明るい空間としやすい。 

・階段があるため、デッドスペースが生

じやすい。 

・夏季は２階に熱がこもりやすい。 

 

 

  

事務室 
防災 

倉庫 

▽1 階 

ピロ 

ティ 6
ｍ
程
度

 

研修室

等 事務室 

▽２階 

▽1 階 

階

段

等 

8
ｍ
程
度

 

防災 

倉庫 
ピロ 

ティ 

研修室

等 
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（６）諸室配置イメージ 

（４）施設への導入機能にて示した、地域福祉センターに必要な機能を平屋建てで配置する場合の諸室

配置の一例を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ここで示すレイアウトは、配置の一例であり、今後の建築基本設計・実施設計において、具体的に検討していく。 

 

 

（７）構造計画 

１）構造計画で求められる耐震性能 

地域福祉センターでは、大地震時に構造体を守るだけでなく、建物内部の間仕切り、設備、収容物の被

害を最小限にとどめ、大地震直後から災害ボランティアセンターとして事業継続していくための十分な機

能維持が求められる。 

そのため、地域福祉センターは、国土交通省による「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」に準じ、

「学校施設、社会教育施設、社会福祉施設等」に設定されている耐震安全性の基準に準じた性能として、

構造体については「Ⅱ類」、建築非構造部材については「B類」に相当する耐震性能の目標を設定すべき

と考えられる。 

なお、地域防災計画における拠点機能の位置づけに応じ、耐震安全性の目標は適宜設定するものとす

る。 
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■官庁施設の総合耐震計画基準・耐震安全性の目標 （国土交通省） 

部位 分類 耐震安全性の目標 

構造体 

Ⅰ類 

大地震動後、構造体の補修をすることなく建築物を使用できるこ

とを目標とし、人命の安全確保に加えて十分な機能確保が図られ

ている。（耐震強度はⅢ類の1.5倍） 

Ⅱ類 

大地震動後、構造体の大きな補修をすることなく建築物を使用で

きることを目標とし、人命の安全確保に加えて十分な機能確保が

図られている。（耐震強度はⅢ類の1.25倍） 

Ⅲ類 

大地震動により構造体の部分的な損傷は生じるが、建築物全体の

耐力の低下は著しくないことを目標とし、人命の安全確保が図ら

れている。（建築基準法で求められる耐震強度） 

 

部位 分類 耐震安全性の目標 

建築非構造

部材 

A 類 

大地震動後、災害応急対応活動や被災者の受け入れの円滑な実

施、又は危険物の管理のうえで、支障となる建築非構造部材の損

傷、移動等が発生しないことを目標とし、人命の安全確保に加え

て十分な機能確保が図られるものとする。 

B 類 
大地震動により建築非構造部材の損傷、移動などが発生する場合

でも、人命の安全確保と二次災害防止が図られている。 

 

２）構造種別・構造形式の検討 

構造種別（RC造、S造等）については、地域福祉センターにおける構造形式としては RC造、S造いず

れの種別においても、「構造体」の耐震安全性目標「Ⅱ類」は確保できるが、耐久性、耐火性、耐震性、防

音性などについて検討した結果、RC造を採用することを基本に検討を進めるものとする。 

ただし、地盤性状、建物形態、柱スパンの要求度、及び費用対効果等について、基本設計において詳細

に検証を行い総合的に判断して決定する。 

 

３) 基礎計画の留意点 

①残存既存杭への対応 

施設整備エリアは、地域福祉センターの建設予定位置を含めて、旧南部病院跡地であり、病院棟の解

体時には既存の病院の支持杭を一部地中に残存したまま土地の造成が行われることとなっている。 

造成にあたっては、杭頭から２～３ｍ程度を除去した状態での建築工事となることが想定されており、

基礎形式によらず、設計段階の詳細な地質調査結果によって、地盤改良等の必要な地耐力の確保、不動

沈下の防止策が求められる。 

 

②基礎形式 

設計段階の詳細な検討結果によるが、土質調査柱状図から、6～7m 深の位置で、N 値 50 程度の砂

礫層等による安全な支持地盤に達すると考えられるため、必要な地盤改良を行い、地耐力を確保するこ

とで、安全性が高く、不動沈下が生じにくい「べた基礎」の採用が可能と考えられる。 
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■既存杭を残したべた基礎のイメージ（一例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）設備計画 

１）設備計画で求められる耐震性能 

地域福祉センターの設備計画に求められる耐震性能については、国土交通省による「官庁施設の

総合耐震・対津波計画基準」に準じ、「学校施設、社会教育施設、社会福祉施設等」に設定されている

耐震安全性の目標に準じた性能として、建築設備「乙類」に相当する性能とする。 

 

■官庁施設の総合耐震計画基準・耐震安全性の目標 （国土交通省） 

部位 分類 耐震安全性の目標 

建築設備 

甲類 

大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止が図られている

と共に、大きな補修をすることなく、必要な設備機能を相当期間

継続できる。 

乙類 
大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止が図られている

ものとする。 
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５．市民ふれあいゾーンにおける事業計画 

（１）事業方式の比較検討 

事業手法としては、「公共」が施設整備も管理運営も行う「公設公営方式」、「公共」が施設整備を行

い、「民間」が管理運営を行う「公設民営方式（ＰＰＰ方式）」がある。施設整備は公共が主体となるが、施

設の管理運営にあたっては民間との連携を検討する。 

 

■事業方式の概要 

事業方式 概要 

公設公営方式 

・施設整備・管理運営ともに地方公共団体が直接担う直営方式。管理

運営に関する責任は行政が負い、清掃・警備等の一部業務を民間に

委託する場合も公設公営に含まれる。 

・施設を設置している地方公共団体に属する施 設長が管理運営の責

任者にあたり、直接業務上の指示を行うため、管理運営業務、事業

執行の実施主体と責任主体が一致する。 

Ｐ
Ｐ
Ｐ
方
式 

指定管理者委

託方式 

・施設を地方公共団体が建設整備し、その管理運営を民間に委託する

方式。 

・指定管理者制度は、管理運営に係る費用負担の仕方によって、公共

団体が委託費として民間に支払う「委託費支払型」、民間が施設利

用料金収入から負担する「利用料金型」、両方の「併用型」の3つ

に区分される。 

建物賃借方式 

・施設を地方公共団体が建設整備したのち、民間に有償または無償で

貸与し、管理運営を委ねる方式。管理運営に係る費用は、原則、民

間が利用料金収入から負担する。 

DBO方式 

・施設の設計（Design）、建設請負工事（Build）、管理運営

（Operate）を一体的に民間に委ねる方式。 

・施設の細かな仕様まで指定せずに、地方公共団体が求める施設内容

やサービスの水準を指定する性能発注とすることにより、民間の創

意工夫を活かした効率的な建設工事が可能となる。 

PFI

方式 

BTO 

・民間で独自に資金調達し、設計・建設を行い、施設完成後に所有権

を地方公共団体に移譲、公共が所有権を持ったまま、民間が管理運

営を行う方式。 

・管理運営を行う民間は、軽微な修繕等は可能だが、施設の所有権は

地方公共団体にあるため、施設の大規模改修や管理責任は地方公共

団体が負うこととなる。 

BOT 

・民間で独自に資金調達し、設計・建設・管理運営を行い、事業期間

満了後に、所有権を地方公共団体に移譲する方式。 

・事業期間中の所有権は民間にあるため、施設改修や管理責任などは

民間が負うこととなる。 

BOO 

・民間で独自に資金調達し、設計・建設・管理運営を行い、事業期間

満了後も民間が所有権をもち、事業を継続するか、施設撤去する方

式。 

・施設内容の目的が期間限定のものや、施設耐用年数が短い場合の採

用が多くみられる。 
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■公共・民間の役割分担 

項目 
公設公

営方式 

ＰＰＰ方式 

指定管

理者委

託方式 

建物賃

借方式 

ＤＢＯ 

方式 

ＰＦＩ方式 

ＢＴＯ ＢＯＴ ＢＯＯ 

民間寄与度 小 
 

    大 

計画策定 公共 公共 公共 公共 公共 公共 公共 

資金調達 公共 公共 公共 公共 民間 民間 民間 

設計・建設 公共 公共 公共 
公共／ 

民間 
民間 民間 民間 

運営 公共 民間 民間 民間 民間 民間 民間 

施設の所有 

（事業期間中） 
公共 公共 公共 公共 公共 民間 民間 

施設の所有 

（事業終了後） 
公共 公共 公共 公共 公共 公共 民間 

 

 

それぞれの事業手法のメリット・デメリットを次頁に整理する。 

市民への福祉サービスや生涯学習など、過度に採算性に捉われることなく、一定水準のサービス、公

平性や継続性が担保される必要があることから、公設公営方式、もしくは指定管理者委託方式が望ま

しい。 

PFI 方式の場合、民間のノウハウや資金力を効果的に活用することで財政支出の抑制や平準化、事

業全体の効率化、民間の創意工夫による質の高いサービスの提供などが期待できる反面、ＰＦＩ導入に

係る事務的負担や準備期間が大きくなるほか、対象施設の収益性や施設規模によっては必ずしも大き

な効果が得られるわけではなく、ＰＦＩ事業としての成立が困難になることも想定される。 
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■それぞれの手法のメリット・デメリット 

事業方式 メリット デメリット 

公設公営方式 

○行政目的を施設整備やサービス

に直接反映できる。 

○過度に採算性に捉われることな

く、一定水準のサービス、公平

性や継続性が担保される。 

○住民からの信頼を得やすい。 

○他のまちづくり施策との連携が

図りやすい。 

▼効率化や採算性が重視されにく

く、非効率な運営となる可能性が

高い（税負担に反映）。 

▼予算執行や事務手続きの面で柔軟

な対応ができない場合がある。 

▼人件費が割高になりやすく、柔軟

な雇用形態が難しい。 

Ｐ
Ｐ
Ｐ
方
式 

指定管理者委

託方式 

○行政目的を施設整備に反映しや

すい。 

○民間によるノウハウ・努力など

が反映され、効率化やコスト削

減、創意工夫が期待できる。 

○利用料金制による利用促進で収

入増加（経費削減）も期待でき

る。 

○管理運営経費が削減できれば、

施設所有者である行政の負担軽

減にもつながる。 

▼民間が途中で事業を失敗するケー

スも考えられ、行政が追加負担を

行うリスクがある。 

▼民間側が採算を過度に重視した

り、事業経験が少ない場合 、サ

ービス水準の低下、不採算部門の

切り捨てなどのリスクがある。 

▼「建物賃借方式」は、建設整備さ

れた施設の目的外利用の場合に貸

付するものであり、新しい施設の

場合は採用が難しい。 

建物賃借方式 

DBO方式 

○行政目的を施設整備に反映しや

すい。 

○専門的なノウハウをもつ民間業

者を選定することによって、質

の高いサービスの提供、採算性

の高い管理運営が期待できる。 

○管理運営コストを考えた設計に

より、設計、建設、管理運営を

通じた全期間の総事業費、施設

のライフサイクルコストの抑制

が図られる。 

▼民間が途中で事業を失敗するケー

スも考えられ、行政が追加負担を

行うリスクがある。 

▼民間側が採算を過度に重視した

り、事業経験が少ない場合 、サ

ービス水準の低下、不採算部門の

切り捨てなどのリスクがある。 

▼事業化に時間を要する。 

▼事業の手続が煩雑で、事務コスト

がかかる。 

PFI

方式 

BTO 
○管理運営コストを考えた設計に

より、設計、建設、管理運営を

通じた全期間の総事業費、施設

のライフサイクルコストの抑制

が図られる。 

○専門的なノウハウをもつ民間業

者を選定することによって、質

の高いサービスの提供、採算性

の高い管理運営が期待できる。 

○行政としては、初期投資の低減

や平準化を図ることができる。 

▼事業化に時間を要する。 

▼事業の手続が煩雑で、事務コスト

がかかる。 

▼収益性が低い、施設規模が小さい

場合などでは民間事業者の参入が

難しく民設民営事業としての成立

が困難。 

BOT 

BOO 

▼事業化に時間を要する。 

▼事業の手続が煩雑で、事務コスト

がかかる。 

▼収益性が低い、施設規模が小さい

場合などでは民間事業者の参入が

難しく民設民営事業としての成立

が困難。 

▼施設所有権を民間がもつため、長

期にわたり必要となる施設には向

かない。 
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（２）概算工事費 

地域福祉センターの建築工事及び、市民ふれあいゾーンの外構工事について概算工事費を試算す

る。 

試算においては、資材や人件費等の原価高騰が原因で建設工事費が上昇しており、特に令和２年以

降は、新型コロナウイルスの感染拡大やロシア・ウクライナ情勢の影響による経済や景気への影響等も

あり、今後も建設費上昇が予想されること、また、沖縄県内では、建設資材運搬費などが、他地域より

高めに想定する必要があることなどから、上昇率を見込んで数値を設定する。 

なお、概算工事費には、造成工事にて行う盛土や擁壁の造成費、備品等費用、情報通信設備、有線

放送設備、構内交換設備、サイン・案内設備、移転に伴う引越費用、測量、地質調査、アスベスト調査、

埋蔵文化財調査などの調査費、建築設計・土木設計などの設計監理費、開発許可申請料などの各種申

請料は含まない。 

 

１）地域福祉センター 

地域福祉センターの建築工事（延床面積：900～950㎡と設定）について、概算工事費を試算する。 

試算にあたっては、全国の過去 10 年に着工した、類似用途の建築物の建設工事の工事費単価を用

いる。 

科目 金額 備考 

Ⅰ.躯体工事 132,963 千円 共通仮設,直接仮設,土工,地業,躯体 

Ⅱ.仕上工事 125,639 千円   

Ⅲ.設備工事 108,596 千円 電気,空調,衛生設備等 

Ⅳ.その他工事 17,683 千円   

Ⅴ.外構工事   別途（後述） 

Ⅵ.諸経費 51,293 千円   

項目計（税抜） 436,174 千円   

小計（税込） 479,792 千円 110% 

概算工事費（税込） 551,761 千円 15％の上昇率を見込む 

※直近５年間で同種同規模工事の総工事費平均値は 22.8％上昇しており、今後も建設費の高騰が予

想されることから 15％の上昇率を見込む。 

  

上記のように、地域福祉センターの建築工事については、概算工事費を 5.5億円程度と試算する。 
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２）市民ふれあいゾーン外構工事 

市民ふれあいゾーンの外構工事について、概算工事費を試算する。 

試算にあたっては、数量は概ねの面積配分による想定によって、過去の建設事例における工事費を

参考とする 

項目 金額 備考 

外構 盛土 - 別途（造成事業） 

外構 擁壁 - 別途（造成事業） 

外構 多目的広場 36,500 千円  

外構 広場 24,750 千円  

外構 緑地 22,500 千円  

外構 デッキ 96,000 千円 2 階部分連結 

外構 屋外トイレ 29,379 千円  

外構 来館者駐車場 26,000 千円 来館者 P(西エリア） 

外構 その他駐車場 52,500 千円 来館者 P(東エリア） 

外構 その他舗装等 73,700 千円  

外構 照明設備 20,000 千円 ソーラー照明等 

外構 防災施設 3,850 千円 備蓄倉庫、かまどベンチ等 

小計（税込） 385,179 千円   

概算工事費（税込） 462,215 千円 20％の上昇率を見込む 

※直近５年間で同種同規模工事の総工事費平均値は 31.2％上昇しており、今後も建設費の高騰が予想

されることから 20％の上昇率を見込む。 

 

上記のように、市民ふれあいゾーンの外構工事については、概算工事費を 4.6 億円程度と試算する。 
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（３）施設管理運営計画 

１）事業計画・利用計画の整理 

地域福祉の拠点である地域福祉センターは、平時は大研修室や小会議室における講演や会議、

市民活動の場として利用、相談室における日常の相談、オンライン会議等として利用する。 

災害時、災害ボランティアの活動拠点とする場合は、事務室を災害ボランティアセンター、大研修

室や小会議室を災害ボランティア拠点室、相談室を応援職員待機室として利用する。 

災害時の利用を想定し、平時における事業目標を以下の通りとする。 

○社会福祉協議会による災害ボランティアセンター研修会・設置訓練の実施。 

○自主防災組織等による防災教育の実施を事業目標とする。 

 

２）ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）におけるコスト縮減の考え方 

ライフサイクルコストには大きく分けて「イニシャルコスト（企画・設計・建設費）」と「ランニングコス

ト（運営・維持管理費）」があり、建築物のライフサイクルコストのうち「イニシャルコスト」は一部に過

ぎず、全体からすると「ランニングコスト」が非常に大きな割合を占める。 

施設の整備を行う上では、建設時の費用を抑えるだけでなく、ランニングコストまで含めた総額

により長期的な視点に立ってコストの妥当性を検討することが必要となる。 

 

■ライフサイクルコストの費用内訳例 

構造 鉄筋コンクリート造とした場合 

規模 延床面積 904.5 ㎡と想定 

用途 小規模事務所 

竣工年 2025 年度と想定 

建物使用年数 80 年間と想定 

 

 

 

 

３）想定されるランニングコスト 

ライフサイクルコストの大半を占めるのはランニングコストであり、これを削減することで、地域福

祉センターに係る費用の低減が期待される。一方で、建物の完成後にも、社会・経済的に必要とさ

れる性能・機能を確保し、安全に使用できる良好な状態で管理・保持し続けるためには、必要とさ

れるランニングコストを、中長期的な視点で想定しておく必要がある。 

そのため、以下に、建設後の一定の期間に想定されるランニングコストの概算を行う。 

ランニングコストは、運用コスト、保全コスト（修繕等コスト・維持管理コスト）を合算したものとし、

このうち、修繕等コストは、「分解整備費等」、「修繕費」及び「更新費」から構成される。 

算出に当たっては、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築物のライフサイクルコスト 第２版」

及び同算定プログラムを参考に算出を行う。更新周期の設定は、都道府県・政令市が共同で開発

運用し、多くの地方公共団体で活用されている、公共建築の維持管理・運営を効率的・効果的に

行うための保全マネジメントシステム「BIMMS」による分析・設定による。  

参考：国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 

「建築物のライフサイクルコスト」 

（一財）建築保全センター・（一財）経済調査会 
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■建設後に想定されるランニングコストの費用例 (千円) 

 

※算出の前提とする建物構造や規模、用途、建物使用年数の想定は、前ページと同様の建物を想定する。 

※建物使用年数については、日本建築学会「建築物の耐久計画に関する考え方 1998」「建築物・部材・材料

の耐久設計手法 2003」を参考に 80年と設定する。 

※光熱水コストに用いた単価は、国家機関の建築物の保全の現況（H29.3）の平均値による。 

※維持管理コストに用いた単価は、建築保全業務共通仕様書による。 

※修繕等コストは、国土交通省大臣官房営繕部による地域別工事費指数（沖縄地域＝102％）で補正した数

値を示す。 

※本想定においては、今後の建設コストの上昇率については見込んでいない。 

※数値の表記にあたっては、四捨五入により必ずしも合計値が一致しない場合があることに留意されたい。 

  

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2,022 2,022 2,022 2,022 2,022 2,022 2,022 2,022 2,022 2,022 2,022 2,022 2,022 2,022 2,022

4,945 4,945 4,945 4,945 4,945 4,945 4,945 4,945 4,945 4,945 4,945 4,945 4,945 4,945 4,945

建築 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253

電気設備 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258

機械設備 1,874 1,874 1,874 1,874 1,874 1,874 1,874 1,874 1,874 1,874 1,874 1,874 1,874 1,874 1,874

監視制御設備 - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

清掃 内部・外部・ガラス 2,560 2,560 2,560 2,560 2,560 2,560 2,560 2,560 2,560 2,560 2,560 2,560 2,560 2,560 2,560

18 547 511 4,741 790 1,663 808 547 12,530 1,599 1,682 19,035

屋根 157 298 157

外部 300

外部建具 208 329 208

内部建具 207 207 207

内部 42 369 42

外構 162

外部足場 2,767

電力 637 760 2,424

受変電 170 170 643

電力貯蔵・発電

通信・情報 92 961 92

通信・情報（防災）

中央監視

避雷・屋外 91

空調 63 933 63 270 63 933 301 270 2,120

換気 14 80 14 1,160 94 66 14 80 1,375 94 80 1,240

排煙

自動制御 135 3,794

給排水衛生 163 372 139 163 918 461 163 682 535 918 545

消火

ガス

昇降機その他 107 107 107 213 107 2,882

4 126 118 1,094 182 384 187 126 2,891 369 388 4,393

6,967 6,986 7,514 7,479 11,708 7,758 8,631 7,776 7,514 19,497 6,967 8,566 6,967 8,649 26,002

税込 110％ 7,664 7,684 8,266 8,227 12,879 8,533 9,494 8,553 8,266 21,447 7,664 9,423 7,664 9,514 28,602

運転・監視及び日常点検・保守

定期点検
及び保守

　修繕等コスト

【保全コスト】

【運用コスト】

　維持管理コスト

　光熱水コスト

ランニングコスト計

×共通費率（30％）

建築

電気設備

機械設備
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４）ランニングコスト縮減の考え方 

地域福祉センター運用後の点検・保守、修繕・改善、光熱水費等のランニングコストごとにコスト

縮減に向けた考え方の整理を行う。なお、ライフサイクルコストの縮減方策については、今後の基

本設計・実施設計の段階で具体的に検討するものとする。 

 

コスト コスト縮減の考え方 

光熱水費等のコスト ZEB（ゼロ・エネルギー・ビル／建物の運用段階でのエネルギー

消費量を省エネや再生可能エネルギーの利用を通じて削減する

という考え方）の実現に向けた各種省エネ手法等を採用するこ

とで、コストを削減することが可能である。例えば、LED照明

や地中熱利用、昼光利用照明制御、コージェネレーションシス

テムの導入等の手法の採用が挙げられる。また、地域福祉セン

ターの竣工後における空調・照明・給湯等のエネルギー使用状

況を適切に把握・管理し、エネルギー使用の最適化を図ること

で、エネルギーの効率化・適正化を図ることが可能である。 

点検・保守等コスト 地域福祉センターの建物における点検マニュアル等を作成し、

それをもとに職員による日常的な点検を行うことで、劣化箇所

を早期発見し、修繕等に係るコストの削減につなげることが可

能である。 

修繕・改善コスト 施設の劣化状況を事前に把握し、劣化が拡大する前に行う予防

保全型の改修を行うことで、修繕費の削減を図ることが可能で

ある。 

その他 地域福祉センターの機能を効率的に配置することで、イニシャ

ルコストである建設費を削減できるほか、点検・保守、修繕・

改善、光熱水費等のランニングコストについても削減すること

が可能である。 

 

「ライフサイクルコスト」に占める企画・設計コスト（基本計画、基本設計、実施設計業務等に係る

費用）の割合は一般的に非常に小さいものの、企画・設計の内容は、建設段階以後のランニングコ

ストに大きな影響を与える極めて重要な業務であると言える。 

特に、基本設計・実施設計等で具体的に検討を行う設備（照明、空調関連等）を省エネ化するこ

とで、今後数十年にわたって必要となる「ランニングコスト」が大きく削減され、結果として「ライフサ

イクルコスト」の縮減にもつながる可能性がある。 

 

 

 

  



 

96 

（４）財源計画（活用可能な財政措置） 

施設の整備にあたっては、施設の目的、整備内容に応じて、国や沖縄県の支援措置の活用、財源の

確保を行いながら、効率的に事業を実施する。 

 

■活用可能な財政措置 

財政措置 内容 

沖縄振興特別推

進市町村交付金 

【交付の目的】 

○市町村が沖縄の振興に資する事業等を自主的に選択して作成した沖縄

振興交付金市町村事業計画に基づく事業等の実施に要する経費に充て

るため、県が市町村に交付金を交付することにより、市町村の実情に

即した事業の的確かつ効果的な実施を図ること 

【交付金の対象】 

○職員人件費や旅費等の事務費、公用施設の施設整備費、修繕費、維持

管理費など地方公共団体が通常必要とする行政運営に必要な経費 

○保証金及び出捐金 

○個人・法人の負担に充当する事業又は事務及び専ら個人・法人の資産

を形成するための事業又は事務（現金給付を含む） 

○基金の造成費 

○別途国の負担又は補助を得て実施することができる事業 

【交付率】 

○１０分の８以内 

緊急防災・減災

事業債 

【地方財政措置】 

〇充当率１００％、交付税措置率７０％ 

【対象事業】 

〇消防団拠点施設等（災害時に消防団や自主防災組織等の活動拠点とな

るよう、備蓄倉庫や資機材庫等の機能を備え、平時に消防団や自主防

災組織等の訓練・研修等が行える公共施設） 

○非常用電源 

○防災資機材等備蓄施設及び拠点避難地 

○指定避難所、災害対策の拠点となる公共施設・公用施設、社会福祉事

業の用に供する公共施設等において防災機能を強化するための施設

（浸水対策のための施設整備（電源設備等の嵩上げ、機械施設等への

止水板・防水扉の設置等)を含む） 

○指定避難所における避難者の生活環境の改善や感染症対策に係る施設

（トイレ、更衣室、授乳室、シャワー、空調、Wi-Fi、バリアフリー

化、換気扇、洗面所等、発熱者専用室、要配慮者を滞在させるための

居室等） 
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（５）整備スケジュール 

地域福祉センターの整備スケジュールは以下の通りである。 

 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

      

 

 

 

 

基本・実施設計 

開発申請 

建築工事 

供用開始 


